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第１ 章 はじ めに 

 
１  マニュ アルの目的  

  市は， 災害が発生し ， ま たは発生する おそれがある 場合において， 災害の危険から 逃れる  

 ための緊急の避難場所（ 「 指定緊急避難場所」 と いいま す。 ） を 開設し ま す。 その後， 災害 

 が収束し ， 家屋の損壊等によ り 自宅で生活でき ない方がいる 場合は， 既に開設し ている 指定 

 緊急避難場所を ， 一定期間生活する ための避難所（ 「 指定避難所」 と いいま す。 ） に移行し  

 たり ， 最寄り の施設を 指定避難所と し て開設し ， 避難者の生活再建を 支援し ま す。  

  避難所の運営は， 災害発生直後は避難所に配置する 市職員（ 「 市担当職員」 と いいま す。 ）  

 が中心と なり ， 施設管理者や避難者の協力を 得ながら 行いま すが， 一定期間生活する ために 

 必要な環境を 確保する う えで， 行政主体ではなく ， でき る だけ早期に地域住民によ る 自主運 

 営を 確立する こ と が重要と なり ま す。  

  こ のマニュ アルは， 避難所運営の混乱を でき る 限り 予防し ， 円滑な共同生活を 営むこ と が 

 でき る よ う ， 基本的なルールや， 行う べき 事柄について， 避難所運営に携わる 関係者みなさ  

 んに理解し ていただく こ と を 目的に作成し たも のです。  

  今後においても ， 訓練や実災害から 得ら れた教訓， 国の指針やガイ ド ラ イ ンなど を 踏ま え 

 た実効性のある マニュ アルと なる よ う ， 継続的に見直し を図っ ていく も のと し ま す。  

   

２  マニュ アルの位置づけ  

  こ のマニュ アルは， 「 函館市地域防災計画」 の「 基本・ 地震災害対策編－第３ 章 災害応 

 急対策計画－第６ 節 避難と 受け入れ， 警戒区域の設定－第４ 項 避難所の開設・ 運営」 の 

 内容を 具体化し たも のです。  

 

３  マニュ アルの構成と 主な内容  

  こ のマニュ アルは， 災害の危険から 逃れる ための指定緊急避難場所を 開設し ， 災害が収束 

 し た後， 引き 続き 避難生活を 送る ために指定避難所を 運営する 場合を 想定し ， 平常時の対策 

 や， 感染症対策， 避難所の開設から 閉鎖ま での流れを ， 次のよ う に構成し ていま す。  

 

章 構 成 主 な 内 容 

第１ 章 はじ めに マニュ アルの目的や構成， 避難所運営の基本方針， 避難
行動， 時系列的な避難所の状況や運営体制等 

第２ 章 平常時の対策 施設利用計画の作成や訓練の実施など ， 平常時から 対応す
べき 事項 

第３ 章 感染症対策 避難者等の健康管理や避難所の衛生管理， 感染症等の疑
いのある 避難者への対応など 実施すべき 感染症対策 

第４ 章 避難所の運営（ 初動期）  初動期（ 災害発生後24時間ま で） の運営 

第５ 章 避難所の運営（ 展開期）  展開期（ 災害発生後24時間から ３ 週間ま で） の運営  

第６ 章 避難所の運営（ 安定期）  安定期（ 災害発生後３ 週間以降） の運営 

第７ 章 避難所の運営（ 撤収期）  撤収期（ ラ イ フ ラ イ ン復旧後） の運営 

第８ 章 様式集 各種様式 
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４  避 難 者 

こ のマニュ アルにおいて支援の対象と なる 避難者は次のと おり です。                     

 

【 避難情報の対象者】  

  高齢者等避難， 避難指示を 受け避難所に避難し た方 

【 自主避難者】  

  避難情報は発せら れていない状況で自主的に避難所に避難し た方 

【 帰宅でき ない旅行者等】  

  交通機関の被災等によ り 帰宅困難と なっ た通勤・ 通学者や旅行者 

【 住居等の被災者】  

  災害で住居が被害を 受け， 居住の場所を 失っ た方 

【 在宅避難者】  

  在宅生活し ている が， ラ イ フ ラ イ ンの被災等によ り 避難所の生活支援が必要な方 

【 車中泊避難者】  

  避難所付近で車中泊によ り 避難生活を 送る 方で， 避難所の生活支援が必要な方 

【 テン ト 泊避難者】  

  避難所付近でテン ト 泊によ り 避難生活を 送る 方で， 避難所の生活支援が必要な方 

 

                                                                                      

５  避難所の役割                                                                      

  避難所では， 災害時における 生命， 身体の安全確保や， その後の避難生活において， 避難 

 者の生活再建を 支援する ため， 次のよ う な支援を 行いま す。       

                         

支援分野 支援項目 内  容 

安全の確保 
生活基盤の提供 

安全の確保 生命， 身体の安全確保 

水， 食料， 物資の提供 水， 食料， 日用生活品等の物資の提供 

生活場所の提供 就寝， 安息の場の提供暑さ ， 寒さ 対策プラ イ バシー
の確保 

保健衛生 健康の確保 負傷者の救護， 感染症対策， 健康相談等 

衛生的環境の提供 ト イ レ ， 入浴， ごみ処理等 

情報支援 災害情報の提供 被害状況， 安否等の情報 

生活支援情報の提供 公共機関や商業施設， 医療機関等の営業情報 

復興支援情報の提供 生活再建， 仮設住宅， 復興等の情報 

コ ミ ュ ニティ 支

援 

コ ミ ュ ニティ の維持，
形成 

避難者同士の励ま し 合い， 助け合い 

近隣住民と のコ ミ ュ ニティ の維持， 形成 
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６  避難所運営の基本方針  
 

( 1)  市は， 避難所の円滑な開設と 運営のための初動体制を 確保し ， 施設管理者や町会・  

自主防災組織等の地域コ ミ ュ ニティ ーと 連携し た事前対策に取り 組みま す。  

   こ れま でに発生し た大規模災害において， 被災自治体は， 災害発生直後の人員や物資，  

  情報が不足する 状況で多く の避難所を 開設， 運営し ていま す。 避難所の運営は， 災害の規 

  模が大き く なる ほど 長期化し ， 様々な困難が発生する こ と から ， 自治体職員と 施設管理者，  

  避難者が力を 合わせて取り 組む必要があり ま す。  

   こ のため， 市は， 避難所の円滑な開設と 運営のための初動体制を 確保する と と も に， 平 

  常時から ， 施設管理者や町会， 自主防災組織等の地域コ ミ ュ ニティ ーと 連携し た事前対策 

  に取り 組みま す。                                                                    

     

( 2)  初動期（ 災害発生後24時間） の避難所運営は， 市担当職員が中心と なり 行いま す。  

   災害発生直後の初動期における 避難所運営は， 混乱の中で迅速な対応が求めら れる ため，  

  市担当職員が中心と なり ， でき る 限り 施設管理者と 避難者の協力を 得ながら 行いま す。 そ 

  のため， 市担当職員は， 事前対策と し て， 施設管理者と の協議によ り 施設利用計画を 作成 

  し たり ， 避難所開設・ 運営訓練を 実施する など によ り ， 初動期の作業手順を 明確にし てお 

  き ま す。  

   町会や自主防災組織等の地域コ ミ ュ ニティ ーと の事前対策が進展し ， 地域住民が自ら 避 

  難所を 開設・ 運営でき る 体制が確保さ れた場合は， 市担当職員は地域コ ミ ュ ニティ ーによ  

  る 運営を 支援し ま す。  

                                                                                       

( 3)  展開期（ 災害発生後２ ４ 時間から ３ 週間） 以降は， 避難者自ら が避難所を 運営する  

体制に移行する よ う ， 市担当職員は支援を 行いま す。  

   展開期における 避難所の運営は， 避難者の自主再建を支援する ため， 避難者を 主体と す 

  る 避難所運営委員会が担い， 市担当職員は， 委員会の立ち上げや運営を 支援し ま す。        

   避難者がお互いの負担を でき る だけ軽減し ， 少し でも 過ごし やすく する ために， 避難所 

  における ルールを 設けて避難者に遵守し ても ら い， 避難者は， 部屋・ 区画ごと 組織し たグ 

  ループご と に避難所運営に参加し ま す。 避難所の運営が特定の人に偏ら ないよ う に， 交替 

  や当番制など によ り 全体で対応し ま す。         

                                        

( 4)  生活支援は公平に行いま す。 ただし ， 特別なニーズのある 要配慮者（ その家族や支 

援者を 含む） には柔軟に対応する ほか， 女性の視点に立っ た避難所運営を 行いま す。  

   避難所において配慮が必要な方（ 介護保険要介護者， 障がい者， 難病患者， 妊産婦， 乳 

  幼児等） の体調が悪化し ないよ う に， その家族や支援者を 含めたス ペース の確保， 避難所 

  全体で見守る 体制づく り や， 個々の要配慮者の状態・ ニーズに応じ た支援に努めま す。  

   ま た， 避難所運営の意思決定の場に女性の参画を 推進し ， 男女別のト イ レ や更衣室， 物 

  干し 場， 女性専用の居室や授乳ス ペース を 設ける など ， 女性の視点に立っ た避難所運営を  

  行いま す。    
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( 5)  プラ イ バシーへの配慮と 良好な生活環境の確保に努めま す。  

   間仕切り など によ り 避難ス ペース における プラ イ バシーの確保に努める ほか， 安否確認 

  の問い合わせについて， あら かじ め避難者カード によ り 本人の意向を 確認する など ， プラ  

  イ バシーに配慮し た避難所運営に努めま す。  

   生活環境の確保については， 衛生状態の悪化や要配慮者の状態に応じ た避難ス ペース や衛

  生的なト イ レ の確保， 避難者のニーズに応じ た物資や情報， サービ ス の提供に努めま す。   

                   

( 6)  避難所内の避難者のほか， 在宅避難者や車中泊避難者， テント 泊避難者に対し ても  

支援を 行いま す。  

   避難所内で生活する 避難者だけでなく ， 個々の事情によ り ， 避難所付近の屋外で避難生 

  活を 送る 方についても 避難者カード によ り 登録し ， 生活支援の対象と し ま す。  

   各避難所は， 災害対策本部や関係機関と の連携， 避難者から の情報収集， 地域コ ミ ュ ニ 

  ティ ーによ る 地域巡回や見守り など によ り ， 避難所付近の「 在宅避難者（ 自宅等で避難生 

  活を 送る 方） 」 ， 「 車中泊避難者（ 自家用車など の車中で避難生活を 送る 方） 」 や「 テン  

  ト 泊避難者（ テン ト で避難生活を 送る 方） 」 の避難者登録を 行い， 水や食料， 物資や情報 

  の提供， 健康の確保など の支援を 行いま す。                                        

                                                                                       

( 7)  災害から 一定の時間が経過し た段階から ， 避難者が生活再建を 始める ための情報を  

提供する など ， 避難所を 地域の復旧・ 復興の情報拠点と し て機能さ せま す。  

   周辺の医療機関や店舗等の営業情報のほか， ラ イ フ ラ イ ンの復旧状況， 行政サービ ス や 

  仮設住宅の情報など ， 避難者の恒久的な生活再建につながる 情報を 収集し て掲示板で周知 

  する など によ り ， 避難所が地域の復旧・ 復興の情報拠点と し て機能する よ う にし ま す。  

                                                                                       

( 8)  時間の経過に伴い再開さ れる 施設の本来業務と 避難所の運営を 両立さ せる ための，  

災害のフ ェ ーズに応じ た施設利用計画を 作成し ま す。  

   施設の本来業務が再開し ， 避難所と し ての役割が解消さ れる ま では， 本来業務と 避難所 

  運営がお互い円滑に機能する ため， ゾ ーン分けや動線の工夫など を ， あら かじ め検討し て 

  おく 必要があり ま す。 例えば， 学校においては， 校舎， 屋内運動場， 校庭等を 災害のフ ェ  

  ーズに応じ て， 本来業務と 避難所でど のよ う に利用し 合う かを ， あら かじ め施設管理者と  

  協議し ， 学校施設利用計画と し て定めま す。 その他の施設についても ， 学校施設利用計画 

  に準じ た施設利用計画を 定めま す。  
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第１ 章 はじ めに  

７  避難行動について  

 

 ( 1)  情報収集 

   大雨や台風， 低気圧など によ る 洪水や土砂災害は， 様々な場所で発生する 可能性のある  

  災害ですが， 防災情報を 入手する こ と で， 早めの対策を講じ たり ， 適切なタ イ ミ ン グで避 

  難する こ と につながる ため， 積極的に収集する よ う にし ま し ょ う 。  

 

■気象庁 防災情報 

 （ パソ コ ン やス マート フ ォ ンで「 気象庁 防災情報」 で検索）  

  ５ 日先ま でに予想さ れている 警報級の現象が確認でき る 早期注意情報（ 警報級の可能性）  

 や， 雨水の挙動を模式化し ， 土砂災害や浸水害， 洪水それぞれの災害リ ス ク の高ま り を 表す，

 危険度分布を 確認でき ま す。  
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■北海道土砂災害警戒情報シス テム  

 （ パソ コ ン やス マート フ ォ ンで「 北海道土砂災害警戒情報シス テム」 で検索）  

  土砂災害警戒区域や特別警戒区域， 土砂災害危険箇所の位置や， 降雨によ る 土砂災害の危 

 険度が地図で確認でき ま す。  

 

 

 

 

 

 

■国土交通省「 川の防災情報」 （ パソ コ ンやス マート フ ォ ンで「 川の防災情報」 で検索）  

おも な河川の降雨によ る 水位の変化を 確認する こ と ができ ま す。  
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第１ 章 はじ めに  

 

 ( 2)  市が発表する 避難情報 

   市は， 災害が発生ま たは発生のおそれがある 場合， 避難を 呼びかける 範囲を 定めて， 様 

  々な手段によ り 避難情報を 発表し ま すので， でき る だけ多く の手段で確認でき る よ う にし  

  ま し ょ う 。  

 ■避難情報の種類 

警戒 

レ ベル 
避難情報の名称 避難対象地域の方に求める 対応 

 

 

３  

高齢者等避難 【 危険な場所から 高齢者等避難】  

・ 高齢者等は， 危険な場所から 避難（ 立退き 避難ま たは屋内

安全確保） し ま し ょ う 。  

・ 高齢者等以外の人も 必要に応じ ， 出勤等の外出を 控える な

ど 普段の行動を見合わせ始めたり ， 避難の準備を し たり ， 自

主的に避難する タ イ ミ ングです。  

 

４  

避難指示 【 危険な場所から 全員避難】  

・ 危険な場所から 全員避難（ 立退き 避難ま たは屋内安全確保

） し ま し ょ う 。  

 

５  

緊急安全確保 【 命の危険， 直ちに安全確保】  

・ 指定緊急避難場所等への立退き 避難する こ と がかえって危

険である 場合， 緊急安全確保し ま し ょ う 。  

■避難情報の伝達手段 

伝 達 手 段 概    要 

携帯電話・ ス マート フ ォ ン  

 緊急速報メ ール 緊急地震速報， 津波や大雨等の特別警報， 避難情報 

を携帯電話事業者の携帯電話・ ス マート フ ォ ンに一斉

配信し ま す。 （ 利用登録は不要です）  

函館市Ａ Ｎ Ｓ Ｉ Ｎ メ ール 災害など の緊急性の高い安心安全情報等を 電子メ ー 

ルで配信し ま す。 （ 利用登録が必要です）  

函館市公式ツ イ ッ タ ー 

函館市防災ツ イ ッ タ ー 

災害など の緊急性の高い安心安全情報等をSNSアプ 

リ 「 Twi t t er （ ツ イ ッ タ ー） 」 で配信し ま す。 （ 利 

用登録が必要です）  

北海道防災情報メ ール 気象注意報や警報， 災害・ 避難情報を メ ールで配信 

し ま す。 （ 利用登録が必要です）  

パソ コ ン・ ス マート フ ォ ン  

 函館市ホーム ページ 市が発表し た避難情報を ホームページに掲載し ま す。  

テレ ビ ・ ラ ジオ 

 災害情報共有シス テム （ Ｌ ア ラ ート ）  市が発表し た避難情報をテレ ビやラ ジオで放送し ま す。  

その他 

 防災行政無線 旧函館市内の津波浸水区域と 東部４ 支所管内に設置 

し ている 屋外拡声器から ， 災害情報や避難情報を 放 

送し ま す。 旧函館市内の放送内容は電話で確認でき  

ま す。 （ フ リ ーダイ ヤル０ １ ２ ０ －３ ６ -７ ６ ７ ６ ）  
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第１ 章 はじ めに  

 

 ( 3)  基本的な避難行動の流れ 

   災害から 身を守る ためには， 「 日頃の備え」 と 「 情報収集」 ， 「 早めの避難」 を 心がけ，  

  避難する 際は隣近所で声を かけあい， お互いに助けあって避難し ま し ょ う 。  

 

 

ポイ ン ト  

 ▼旧耐震基準の木造住宅は耐震診断を 受けま し ょ う  

   熊本地震で被害が大き かっ た益城町では， 旧耐震基準（ 昭和56年５ 月３ １ 日以前に 

  建築ま たは着工さ れたも の） の木造住宅の約３ ２ ％が倒壊し たのに対し ， 新耐震基準 

  （ 昭和56年６ 月１ 日以降に建築ま たは着工さ れたも の） の住宅は約９ ％， 壁の配置や 

  筋交いの接合など の工法が具体的に示さ れた平成12年以降の住宅は約３ ％でし た。  

   住宅の耐震化は， 消防や住民によ る 救助の負担を 減ら すこ と や， 倒壊家屋によ る 道 

  路閉塞や出火・ 延焼の予防など ， 地域全体の災害予防対策と なり ま すので， 旧耐震基 

  準の木造住宅にお住ま いの方は， ま ずは耐震診断を 受けま し ょ う 。  

 

 

　 ハザード マッ プで， 自宅や通勤・ 通学先な ど の身の回り で予想さ れる
　 災害を 確認し ま し ょ う 。
　 災害種別ご と の指定緊急避難場所や避難経路の確認， 家族の集合場所
　 や連絡方法を 確認し ま し ょ う 。

　 自宅の耐震性の確認や家具等の固定を し ま し ょ う 。

　 家族分の水や食料， 簡易ト イ レ な ど の備蓄， 非常持ち 出し 品の準備を
　 し ま し ょ う 。

　 地震， 大雨（ 雪解け ） によ る 土砂災害や洪水， 低気圧が接近し た と き
　 の波浪や高潮な ど ， 身の回り で予想さ れる 災害につな がる 気象情報や
　 防災情報を 確認し ま し ょ う 。

　 土砂災害や洪水， 高潮， 噴火は事前の避難が大切です。 夜間の避難は

　 危険を 伴いま すので， でき る だけ 日中に避難し ま し ょ う 。

　 災害の前兆現象を 確認し た と き は， 市から の避難情報を 待た ず， すぐ

　 にその場を 離れま し ょ う 。

日頃の備え

気象情報・
防災情報の確認

災害発生（ ま た は発生のおそれがあ る と き ）

市から 避難情報が発表

さ れたと き

自宅や周辺に災害の危

険がある と き

自宅や周辺に

災害の危険が

ない

自宅で生活（ 必要に応じ 避難所

の給水や配給， ト イ レ 等を利用）

自宅にいる こ と に不安を感じ

たら 指定避難所に自主避難

災害種別ごと の指定緊急避難場所へ

自宅で生活でき る 場合自宅へ（ 必要に応じ 避難所の給水や

配給， ト イ レ等を利用）

自宅に住めない場合や余震等で倒壊の危険がある 場合は，

指定避難所で生活

災害の危険が

なく なったあと
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( 4)  避難所の種類                                                                      

  東日本大震災では， 地震発生後に学校など の避難場所に避難し た方が津波の被害を 受けて 

 し ま う こ と があり ま し た。 こ のよ う なこ と から ， 災害対策基本法が改正さ れ， 災害の種別に 

 応じ て身を 守る ための避難場所（ 指定緊急避難場所） と ， 避難生活のための避難所（ 指定避 

 難所） を 区別し て指定する こ と と なり ま し た。                                           

   

  ■指定緊急避難場所と 指定避難所                                                       

名 称 開設時期 概    要 

指定緊急 

避難場所 

災害発生時 

（ ま たは発生

のおそれがあ

る と き ）  

災害の危険から 逃れる ための避難場所です 

 ［ 地震・ 津波・ 洪水・ 土砂・ 火山］ の災害種別ご と に指定し  

ており ， 発生ま たは発生する おそれがある 災害に対し て安全な 

場所を 開設し ま す。  

 例えば， 風水害なら 洪水や土砂災害のおそれがない場所を ，  

津波なら 浸水のおそれがない場所や津波に耐えら れる 強度や高 

さ のある 建物を 開設し ま す。  

指定 

避難所 

災害が収束し

た後に必要な

と き  

災害後に避難生活を する 所です。  

 災害が収束し たあと ， 家屋の被害やラ イ フ ラ イ ン の途絶等に 

よ り ， 自宅等での生活が困難な方のために開設し ま す。  

                                                                                       

ポイ ン ト  

 ▼指定緊急避難場所と 指定避難所を 兼ねている 避難所 

   指定緊急避難場所と 指定避難所は兼ねる こ と ができ ， そのよ う な避難所は， 災害の 

  危険から 逃れたあと ， 引き 続き 避難生活を 送る こ と ができ ま す。  

 

 ▼指定緊急避難場所は， 災害種別によ っ ては使用でき ない場合がある ので注意が必要 

   函館市の指定緊急避難場所は， ［ 地震・ 津波・ 洪水・ 土砂・ 火山］ の災害種別ご と  

  に指定し ており ， 「 津波や洪水は良いが， 土砂災害警戒区域内にある ため， 土砂災害 

  の恐れがある と き は使用し ない」 など ， 災害種別によ っては危険な場所と なる ため，  

  使用し ない場合があり ま す。  

 

 ▼避難所一覧で確認を  

     指定緊急避難場所と 指定避難所を 兼ねている 避難所や， 災害種別によ っ ては使用し  

  ない指定緊急避難場所は， 「 避難所一覧」 で確認でき ま す。  

 ・ 避難所一覧（ 函館市ホームページ→「 防災・ 安全」 →「 防災」 →左メ ニュ ー「 避難所 

  について」 に掲載）  
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８  時系列的な避難所の状況  

  避難所の運営は， 災害発生直後から 時間の経過に伴い， 対応すべき 課題が変化し ま す。 第 

 ４ 章から 第７ 章において， 以下の４ つの時期に応じ た行動を 整理し ていま す。     
                                                                                       
■災害時の時系列的な避難所の状況                                                       

時 期 想定さ れる 避難所の状況 記載ページ 

 

 

初動期 

 

災害発生から 24時間 

 

 

 

 

 

 

・ 市担当職員や施設管理者が避難所に到着する 前に， 住民が 

 避難所の開設を待っている こ と や， 避難所地域協力員が避 

 難所を 解錠し ， 避難所内に避難者が入っている こ と が予想 

 さ れる  

・ 避難者が殺到し ， 避難所全体の把握が困難 

・ 情報の不足で避難者の不安が拡大し ， 精神的にも 不安定な 

 状況 

・ 安否確認の問い合わせが殺到 

・ 食料や物資の不足によ る ト ラ ブルが発生し やすい 

・ 余震や火災の延焼拡大， 危険物の漏洩等によ る 二次災害で，  

 避難者が危険にさ ら さ れる 可能性がある  

第４ 章 

避難所の運営 

（ 初動期）  

 

Ｐ ２ ３ ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開期 

 

24時間から ３ 週間 

 

 

 

・ 食料や物資の供給が開始さ れる が， 避難者の動き が流動的 

 なため， 配布ト ラ ブルが発生する おそれがある  

・ 避難者が精神的に落ち着き を 見せ始める 一方で， 健康状態 

 や衛生環境の悪化が予想さ れる  

・ プラ イ バシー確保の対策が必要と なる  

・ ラ イ フ ラ イ ンの復旧が遅れている 場合， 飲用水や生活用水 

 の確保， 入浴の機会と いった要望が， 避難者のみなら ず在 

 宅被災者等も 含めて拡大する  

第５ 章 

避難所の運営 

（ 展開期）  

 

Ｐ ３ ０ ～ 

 

 

 

 

 

安定期 

 

３ 週間以降 

 

 

 

 

 

・ 避難所の状況は概ね落ち着いた状態 

・ 被災地外から の支援活動が本格化し ， マンパワ ーが期待で 

 き る 段階 

・ 避難者に対する こ こ ろのケア等の保健・ 医療サービ ス の充 

 実が求めら れる  

・ 退所者が増え， 避難所運営体制の見直し が必要と なる  

・ 避難者の通勤通学が始ま り ， 避難所は生活の場と し ての性 

 格が強ま る  

・ 学校の授業再開など ， 施設の本来業務が開始さ れる  

・ 避難者間の公平性， 応援・ 支援への依存の問題が生じ 始める  

第６ 章 

避難所の運営 

（ 安定期）  

 

Ｐ ４ ９ ～ 

 

 

 

 

 

 

 

撤収期 

 

ラ イ フ ラ イ ン復旧後 

 

 

・ ラ イ フ ラ イ ンの復旧に伴い， 避難所に残る のは住ま いを失 

 っ て行き 場のない方に絞ら れてく る  

・ 避難者の減少に伴い， 避難所の統廃合が進み， 避難者の不 

 満や不安が強ま る  

・ 季節の変化に伴い， それま でと 異なっ た対策が求めら れる  

・ 仮設住宅の提供等によ り ， 市は避難所の撤収に向けての調 

 整等を 開始する  

第７ 章 

避難所の運営 

（ 撤収期）  

 

Ｐ ５ ５ ～ 
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９  時系列的な避難所運営体制のイ メ ージ  

■初動期 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■展開期 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■安定期 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■撤収期 
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第２ 章 平常時の対策  

                                                                                      

第２ 章 平常時の対策 

 市は， 避難所の開設・ 運営を 円滑に実施する ため， 以下の事前対策を あら かじ め実施し ま す。

                                                                         

１  市担当職員の指定  

  避難所ご と に， 市担当職員のグループを あら かじ め定めておき ま す。 避難所の規模に応じ ，

 １ 施設２ 名以上を配置する ほか， 交代要員２ 組を 割り 当て， ３ 交代制を 確保し ま す（ 例： １  

 グループ２ 人以上×３ 交代＝６ 人以上） 。 グループリ ーダーを １ 名選出し ， リ ーダーを 中心 

 に事前対策を 行いま す。  

 

２  施設利用計画の作成  

  避難所に指定さ れている 学校については， 学校施設の効果的な活用のため， 災害時に校舎，

 屋内運動場， 校庭等を ど のよ う に利用する かを 定めた学校施設利用計画を 施設管理者と 協議 

 し て作成し ま す。 学校施設利用計画では， 必要物品や資機材のリ ス ト アッ プ， 教育活動の再 

 開を 見据えて地域住民に開放する 部分と それ以外の部分を明確に区分し ， 避難者の居住ス ペ 

 ース や避難所運営に必要なス ペース を 設定し ま す。 その他の施設についても ， 学校施設利用 

 計画に準じ た施設利用計画を 作成し ま す。  

  ま た， 停電に備え， あら かじ め印刷し た避難所運営マニュ アルに， 作成し た施設利用計画を

 添付し ておき ま す。  

 

 ( 1)  必要と なる ス ペース  

   学校施設利用計画やその他の施設の利用計画を 検討する う えで， 必要と なる ス ペース は 

  次のと おり です。 それ以外にも ， 施設管理者や地域コ ミ ュ ニティ ー等と の協議によ り 必要 

  と なる ス ペース があれば適宜追加し ， 施設の平面図に記載し ま す。 施設によ っ ては， すべ 

  てのス ペース を確保する のが難し い場合も あり ま すので， いく つかの機能を １ 部屋に集約 

  し たり ， 近隣の避難所と 共有する など ， 施設の規模など に応じ た検討も 必要です。  

区 分 設 置 場 所 等 

 
① 
管 
理 
運 
営 
用 
 

 

避難者受付 ・ 玄関近く に設ける （ 初動期は体育館等の避難ス ペース 内に設ける ）  

事務室 

 

・ 避難者受付と と も に， 玄関近く に設ける （ 初動期は体育館等 

 の避難ス ペース 内に設ける ） 。  

・ 部屋が確保でき ない場合は， 長机で囲う など によ り ス ペース  

 を 設ける 。 個人情報が記載さ れている 書類は， 施設管理者の 

 部屋（ 事務室等） の一部を 利用し て厳重に保管する 。  

広報場所 ・ 避難ス ペース 内と 玄関近く に設ける 。  

・ 災害対策本部から の「 広報掲示板」 と ， 避難所運営・ 個人伝 

 達用の「 伝言板」 を 区別する 。  

会議場所 ・ 会議室や休憩室等において， 避難所運営委員会のミ ーティ ン  

 グが行える 場所を 確保する 。  

仮眠ス ペース  ・ 市担当職員や施設管理者の仮眠ス ペース を 確保する 。  

相談室 ・ 個人のプラ イ バシーを 確保し て相談でき る 場所を 確保する 。  

救護所， 健康相談

用ス ペース  

・ すべての避難所に設置でき る と は限ら ないが， 施設の医務室 

 等を 利用する など し て， 応急の医療活動や健康相談ができ る  

 ス ペース を 確保する 。  
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区 分 設 置 場 所 等 

 

① 
管 
理 
運 
営 
用 

 

物資等の収納およ

び配布場所 

・ 救援物資等を 収納する 場所。 食料は， 常温で保存が利く も の 

 を 除き 保存し ない。  

・ 配布場所は， 天候に左右さ れず， 列の導線を 確保でき る ， 屋 

 内の広い部屋と する 。 屋内で場所の確保が難し い場合は， 屋 

 根のある ス ペース や行事用テント を張る など によ り 対応する 。  

特設公衆電話 ・ 就寝場所に声が聞こ えない場所に設ける 。  

 

② 
避 
難 
生 
活 
用 

 

感染症等対策区域 ・ 感染症のま ん延防止のため， 発熱や咳等の症状がある 方や新型 

イ ンフ ルエン ザ等の濃厚接触者を 隔離する 専用ス ペース 。 関係 

者以外は立入禁止と する 。  

要配慮者の居室 ・ 乳幼児や障がい者（ 家族を 含む） など ， いく つかのグループ 

 に対応でき る よ う ， でき る だけ複数の部屋を 確保する 。  

女性専用の居室 ・ 女性がプラ イ バシーを 守り 安心し て生活でき る 場を 確保する ため

， 女性専用の居室を 設ける 。  

更衣室( 兼授乳室)  ・ 女子更衣室は授乳室も 兼ねる ため， 個室を 確保する 。  

食堂 ・ 屋内で共用の食堂ス ペース を 確保する 。 必要に応じ て飲酒を  

 許可する 場所と し ても 検討する 。  

休憩所兼 

多目的ス ペース  

・ 共用の多目的ス ペース と し て設ける 。 当初は部屋でなく ても ，  

椅子など を 置いたコ ーナーを 作る こ と でも 良い。 携帯電話等の 

充電ス ペース や会議場所， 娯楽場所など と し ても 活用する 。  

調理場（ 電気調理器

具用）  

・ 電力が復旧し てから ， 電気ポッ ト ， オーブント ース タ ー等を  

 設置する コ ーナーを 設ける 。 使用の際は電力容量に注意する 。  

子ど も の遊び場・  

勉強場所 

・ 昼間は遊び場， 夜間は勉強のために使用する 場所を 確保する 。  

・ 就寝場所に声が聞こ えない場所に設ける 。  

 

③ 
屋 
外 

仮設ト イ レ  ・ 原則と し て屋外で， 就寝場所に臭いが届かないと こ ろ， し 尿 

 収集車が進入し やすい場所に設置する 。  

ゴミ 集積場 ・ 原則と し て屋外で， 就寝場所に臭いが届かないと こ ろ， ゴミ  

 収集車が進入し やすいと こ ろに， 分別収集に対応でき る ス ペ 

 ース を確保する 。  

喫煙場所 ・ 施設管理者が許可し た場合を 除き ， 敷地内に設けない。  

物資等の荷降ろ し 場 ・ ト ラ ッ ク が進入し やすく ， 搬入口に近い所に確保する 。  

炊き 出し ス ペース  ・ 避難者が自ら 炊事， 炊き 出し ができ る 場所を 設ける 。  

自衛隊等によ る 仮

設入浴施設設置場

所， 洗濯場， 物干

場 

・ 原則と し て屋外で， ト ラ ッ ク 等が進入し やすく ， 排水が確保 

 でき る 場所を 仮設入浴施設の設置場所と する 。 洗濯場は曜日 

 や時間帯で男女別と し ， 物干場は， 人目につかない個室に女 

 性専用の場所を 用意する 。  
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区 分 設 置 場 所 等 

 
③ 
屋 
外 

 

車中泊避難者の駐

車ス ペース ， テン

ト 泊避難者用ス ペ

ース  

・ 給水車やゴ ミ 収集車， 物資搬入車両の進入に支障の無いよ う ，  

 校庭等の一部を 割り 当てる 。 事故防止のため， 駐車ス ペース  

 およ び車両導線を 区分し ， テント 設置場所と エリ ア分けする 。  

 

ペッ ト 飼育場所 

 

・ ペッ ト は原則と し て屋外に係留する が， あら かじ め施設管理 

 者が許可し ， 屋内に専用居室が確保でき る 場合は， ペッ ト 同 

 伴者の避難者グループを 編成し ， ケージやキャ リ ーバッ グに 

 入れたペッ ト のみ専用居室に持ち込むこ と を 認める 。 専用居 

 室は， 他の避難者に鳴き 声が聞こ えない場所にする 。  
 
 ( 2)  立ち入り 禁止ス ペース の確認 

   学校の場合， 個人情報がある 校長室や職員室， 薬品がある 理科室， 空調室やボイ ラ ー室等

の施設管理区域のほか感染者等対策区域は， 一般の避難者には開放し ない禁止ス ペース と な

る こ と が想定さ れる ため， あら かじ め施設管理者に確認し ， 施設利用計画に記載し ま す。  
 
 ( 3)  開設・ 運営用物品リ ス ト の作成 

   必要と なる ス ペース が決ま っ たら ， 各ス ペース に必要な資機材の種類と 数量を ， 実際の 

  場面を 想定し ながら 検討し ま す。 例えば， 避難者の受付では， 机（ ま たは記載台） や椅子，  

  あら かじ め印刷し た避難者カード など の各種様式， 筆記用具など の事務用品， 掲示用の看 

  板やホワ イ ト ボード ， 職員用ベス ト （ ま たは腕章） ， イ ン タ ーネッ ト に接続でき る パソ コ  

  ン やプリ ンタ ， Ｆ Ａ Ｘ など が考えら れま すし ， その他に， 避難者が情報を 得る ためのテレ  

  ビ やラ ジオ， 大人数に情報を 伝達する ための拡声器など ， 使用する 資機材を リ ス ト アッ プ 

  し ， 開設・ 運営用物品リ ス ト を 作成し ま す。 こ れら の物品は， でき る だけ１ か所にま と め 

  て保管し ま す。  
 
 ( 4)  備蓄品・ 資機材リ ス ト の作成 

   施設管理者の協力を 得て， 必要と なる 資機材が施設内で確保でき る かを 確認し ， 不足す 

  る 場合は， 優先度や経費負担等を 考慮し て配備し ， 備蓄品・ 資機材リ ス ト を 作成し ま す。  

  こ れら の備蓄品・ 資機材は， でき る だけ１ か所にま と めて保管し ま す。  
 
 ( 5)  施設の本来業務開始時期のス ペース の検討 

   施設の本来業務が開始さ れ， 避難所と 両立する 時期を想定し ， それぞれのゾ ーン 分けや 

  動線を 施設管理者と 検討し ， 施設の平面図に記載し ま す。  
 
■施設利用計画作成の流れ 
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■施設利用計画の例 

 ( 1)  使用ス ペース を 記載し た施設全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※感染症等対策区域（ 可能な限り 階全体） を 設定し ま す。  

※施設本来業務開始時期のパタ ーン も 同様に作成し ま す。  
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 ( 2)  避難者収容場所レ イ アウ ト   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 避難者の就寝ス ペース の区割り にあたっ ては以下に留意し ま す。                      

  ・ 避難者１ 人分の占有面積は３ ㎡程度と し ま す。                                        

  ・ 避難者の就寝ス ペース は可能な限り ， 幅員２ ｍ以上の通路に接する よ う にし ま す｡        
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■避難者１ 人あたり の必要最低面積                                                       

１ ㎡／人 避難直後の座っ た状態の専有面積 

２ ㎡／人 初動期に就寝可能な状態の専有面積 

３ ㎡／人 展開期以降の荷物置き 場を 含めた状態の専有面積 

２ ㎡では， 荷物等の場所を 考える と 避難ス ペース と し ては少ないこ と から ， １ 人あたり  

３ ㎡程度の収容ス ペース を 確保し ま す。  

 ・ 避難者ス ペース に余裕がある 場合は， １ 人あたり の面積を 多めに調整し ま す。  

 ・ 荷物置き 場を 広く 与える と ， 避難者の持ち込み品が増え， 居住ス ペース が不足する こ  

  と がある ので， 計画的にス ペース を 配分する 必要があり ま す。  

 

■避難ス ペース のレ イ アウ ト イ メ ージ（ １ 人あたり 約３ ㎡の場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※世帯間の間隔が１ ｍ以上確保出来ない場合は， 施設利用計画で示さ れた他のス ペース の 

 利用やパーティ ショ ン等を 利用し た感染症対策を 行いま す。  
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 ( 3)  開設・ 運営用物品と 備蓄品・ 資機材リ ス ト  

 

①開設・ 運営用物品 

 

分類 品名 数量 保管場所

避難所運営マニュアル

施設利用計画

施設図面

・ ・ ・ ・ ・

避難者カード

避難者名簿

避難所状況報告書

避難者数報告書

・ ・ ・ ・ ・

受付用張り紙

受付用筆記用具

避難者カード収納ファイル

・ ・ ・ ・ ・

パソコン・ プリンタ

コードリ ール

乾電池

ホワイト ボード

拡声器

懐中電灯

運営用の備品（ マジック，模造紙，コピー用紙，セロテ
ープ，ガムテープ，カラーテープ，のり，はさみ，カッター，
カッター台，定規，画びょう，電卓など）

・ ・ ・ ・ ・

テレビ・ ラジオ

避難所全体のレイアウト 図（ Ａ３版）

居住スペースのレイアウト 図（ Ａ３版）

ト イレの使用ルール（ ト イレ内に掲示用Ａ３版）

食料・ 物資などの配給ルール（ 屋内外掲示用Ａ３版）

感染症対策啓発関係（ Ａ３版）

・ ・ ・ ・ ・

運営用
備品

告知・
掲示用

マニュ
アル

様式

受付用
備品
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②備蓄品・ 資機材 
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３  資機材の点検等  

  市は， 平常時に使用する 機会の少ない発電機や石油ス ト ーブ等の資機材について， 定期的 

 に稼働点検を 行う と と も に， 市担当職員に対する 使用方法の習熟に努めま す。  

 

４  避難所開設訓練の実施  

  災害時にすみやかに避難所の開設が行える よ う ， 実際に避難所と なる 施設を 使用し て， 避 

 難所開設訓練を 実施し ， マニュ アルの習熟に努めま す。 訓練項目によ っ ては， 避難所と なる  

 施設が開いている 平日の日中と 施設が閉鎖さ れている 夜間や休日では， 取る べき 行動が異な 

 る 場合があり ま すので， 時間や曜日ま たは季節の違いによ り 必要と なる 対応も 考えながら 行 

 いま し ょ う 。  

 

■参考資料 内閣府「 地域主役の避難所開設・ 運営訓練ヒ ント 集」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｈ Ｕ Ｇ （ 避難所運営ゲーム ）  

 

≪ 避難所開設訓練の項目例 ≫ 

・ 自宅から 避難所への経路確認， 徒歩や自転車によ る 参集 

・ 避難所の解錠と 施設の安全確認（ 平日の日中の場合， 休日夜間の場合）  

・ 避難所開設チェ ッ ク リ ス ト を用いた確認 

・ 避難者の受け入れ， 避難ス ペース の割り 当て 

・ 避難者カード の配布・ 回収， 避難者名簿， 避難所状況報告書， 避難者数報告書等の作成 

・ 避難者グループの編成（ 要配慮者， 車中泊避難者， テント 泊避難者への対応を含む）  

・ ト イ レ ， ラ イ フ ラ イ ンの使用可否の確認， 簡易ト イ レ の設置 

・ 備蓄資機材の設置と 使用体験 

・ 感染症対策用品の設置， 手順確認 

・ 電話（ 特設公衆電話） ， テレ ビ， ラ ジオ， 掲示板の設置 

・ 安否確認への対応 

・ Ｄ ｏ はぐ （ 北海道版避難所運営ゲーム） を用いた避難所運営の図上訓練 など 
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第３ 章 感染症対策 

 

  避難所では， 衛生状態の悪化や長期化する 避難生活でのス ト レ ス など によ る 避難者の体力・

 抵抗力の低下が考えら れま す。 そのため避難所は， 感染症が発生し やすい状況にあり ， 集団で

 生活を し ている こ と から 発生し た感染症が拡がり やすい環境にあ る ため， 感染拡大防止に万全

 を 期すこ と が重要なこ と から ， 以下の点に留意し ま す。                                   

                                       

１  密集の防止  

 ( 1)  緊急避難時 

  緊急避難時においても ， 避難者（ 避難世帯） ご と に適切な間隔を確保出来る こ と が望ま し い

こ と から ， 避難所内において， 必要に応じ て施設利用計画上， 展開期に設置を 想定し た不急の

ス ペース を 利用する など ， 柔軟な対応を 行いま す。  

 

 ( 2)  緊急避難後 

  緊急避難の後， 避難生活が必要な方に対し ては， 必要な避難ス ペース と 避難者（ 世帯） 間の

適切な間隔を 確保する ため， 状況に応じ て避難所を 移動し ていただく ほか， 親戚や友人の家等

への避難の検討を し ていただく など ， 避難所の密集防止に協力を 求めま す。  

 

２  避難者等の健康管理  

 初動期において避難所を 開設する 職員など ， 避難所運営に携わる 者は， 事前に各自の健康状態

（ 発熱， 咳， 発疹， 嘔吐， 下痢など ） を 確認し ， 症状がある 場合は災害対策本部や避難所運営組

織に速やかに報告する と と も に， 症状が改善する ま で健康状態に問題のない人と 交代し ま す。  

 ま た， 避難者が避難所へ到着し た際は， 避難者カード 等を用いて健康状態（ 発熱， 咳， 発疹，

傷， 嘔吐， 下痢など ） や感染症等（ 感染症の有無ま たは濃厚接触者である こ と ） を 確認し ， 必要

に応じ て感染症対策区域等へ誘導する など ， 避難所における 避難者等の健康管理を 行いま す。  

 なお， 展開期以降も ， 巡回する 保健師等によ る 定期的な健康管理を実施し ま す。  

 

３  避難所の衛生管理  

 ( 1)  手洗い， 咳エチケッ ト 等の基本的な対策の徹底 

  避難者や運営ス タ ッ フ は， 頻繁に手洗いや咳エチケッ ト 等の基本的な感染症対策を 徹底し ま

 す。  

 

 ( 2)  避難所の衛生環境の確保 

  物品等は， 定期的に， ま た目に見える 汚れがある と き は， アルコ ール等を 用いて清掃する な

ど ， 衛生環境を 保ちま す。  

  ま た， ト イ レ は定期的に清掃する こ と と し ， 清掃する 際は， マス ク と 使い捨て手袋， エプロ

ン等を 用意し ， 消毒薬など を 用いて， 便器周り を 中心に清掃する こ と と し ， 汚物や紙オムツ 等

がある 場合は， ポリ 袋等に密封し たう えで処分し ま す。  

  なお， 避難所は原則と し て， 土足厳禁と し ま す。  

 

( 3)  換気の実施， ス ペース の確保等 

  避難所内は定期的に換気を 行いま す。  

  ま た， 避難者ス ペース に余裕がある 場合は， １ 人あたり の面積を多めに調整する など ， 人と

人と の適切な間隔の確保を 行う こ と と し ， 避難者ス ペース に余裕が無い場合は， パーティ ショ

ン等を 利用し ま す。  
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第３ 章 感染症対策  

 

４  感染症等の疑いのある 避難者への対応  

 ( 1)  発熱や咳等の症状がある 方への対応 

  入所時ある いは避難所内において， 発熱や咳等の症状がある 方が発生し た場合は， 一般の避

難者の立ち入り を 制限し た感染症等対策区域の専用ス ペース を 利用する こ と と し ， 運営側が定

期的に健康状況を 確認する と と も に， 健康状況に変化があっ た場合や専用ス ペース を 離れる 場

合は， すみやかに運営側に連絡し ていただく こ と のほか， 定期的な換気の実施や使用毎のト イ

レ や手洗い場の清掃など ， 専用ス ペース 利用者に対し て， 衛生環境の確保に協力を 求めま す。  

  ま た， 発熱や咳等の症状がある 方は， 専用ス ペース において， 原則， 個室での利用と し ま す

が， やむを 得ず複数の方が同室になる 場合は， パーティ ショ ン 等を 利用する など ， ス ペース の

区分けを行う ほか， 本人や家族等の意向を 確認の上， 災害対策本部に対し て， 個室が確保可能

な他の避難所への移送を 要請し ま す。  

 

 ( ２ )  新型イ ンフ ルエンザ等の濃厚接触者への対応 

  新型イ ン フ ルエン ザ等の濃厚接触者（ 以下「 濃厚接触者」 と いう ） が避難し てき た場合は，

一般の避難者の立ち入り を 制限し た感染症等対策区域の専用ス ペース を 利用する こ と と し ， 運

営側が定期的に健康状況を 確認する と と も に， 健康状況に変化があっ た場合や専用ス ペース を

離れる 場合は， すみやかに運営側に連絡し ていただく こ と のほか， 定期的な換気の実施や使用

毎のト イ レ や手洗い場の清掃など ， 専用ス ペース 利用者に対し て， 衛生環境の確保に協力を 求

めま す。  

  ま た， 濃厚接触者は， 専用ス ペース において， 原則， 個室での利用と し ま すが， やむを 得ず

複数の方が同室になる 場合は， パーティ ショ ン等を 利用する など ， ス ペース の区分けを 行う ほ

か， 本人や家族等の意向を 確認の上， 災害対策本部に対し て， 個室が確保可能な他の避難所へ

の移送を要請し ま す。  

 

 ( ３ )  立ち入り 制限等の周知 

  感染症等の疑いのある 避難者への対応を 行っ た場合は， 災害対策本部へ連絡する と と も に，

避難所内において適時適切に情報共有する こ と によ り ， 流言等によ る 混乱の防止を 図る ほか，

避難者の人権に配慮し て， 感染対策上の必要な対応である こ と を 明記し たう えで， 区域内は関

係者以外の立ち入り 禁止である こ と を 周知し ま す。  
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第４ 章 初動期（ 災害発生から 24時間）   

第４ 章 避難所の運営（ 初動期）  

★初動期と は・ ・ ・  

  災害発生から 24時間ま での期間であり ， 災害発生直後の混乱し た状態の中で， 避難者の 

 安全確保を 行う と と も に， 避難所の開設・ 運営を 行う 時期のため， 短時間に多く の業務が 

 集中し ， 迅速かつ的確な対応が求めら れま す。  

  こ の時期の混乱を 少なく する こ と が， その後の円滑な避難所運営に繋がる 重要な時期と  

 なり ま すので， 平常時から 重点的に事前対策を 行う 必要があり ま す。  

  短期的避難（ 火災や不発弾処理， 天候回復ま での一時的な避難で， おおむね２ ４ 時間程 

 度の避難） の場合も ， こ の章に記載し ている 内容によ り 対応し ま す。  

 
 
１  避難所開設基準  

  避難所の開設基準は， 函館市地域防災計画において次のと おり 定めら れていま す。  

①震度６ 弱以上の地震が観測さ れたと き  

②気象庁から 大津波警報も し く は津波警報が発表さ れたと き  

③高齢者等避難， 避難指示の発令があっ たと き  

④市長が開設する 必要がある と 認める と き （ 自主避難の申し 出があ った場合で開設の必要 

 がある 場合等）  
 
 
２  避難所開設の指示およ び開設する 避難所  
  避難所開設基準ご と の開設指示と 開設する 避難所は次のと おり です。  

避難所開設基準 開設指示 開設する 避難所 

震度６ 弱以上の地震が観測さ れ

たと き  
無し （ 指示によ ら ず自動的

に開設）  

地震の指定 

緊急避難場所 

※津波避難ビ ル 

 や公園・ 高台 

 等の避難地に 

 は市担当職員 

 を 派遣し ない 

気象庁から 大津波警報も し く は

津波警報が発表さ れたと き  

津波の指定 

緊急避難場所 

高齢者等避難， 避難指示の発令

があっ たと き  総務部災害対策課→教育対

策部避難所班（ 教育委員会

生涯学習部管理課）  

指定する 避難所 
市長が開設する 必要がある と 認

める と き  

 

ポイ ン ト  

 ▼迅速な避難所開設のために 
   避難所開設の遅れは， 避難者の安全確保に支障を 来たし ， 地域の混乱を 招く こ と か 
  ら 迅速な対応が求めら れま す。 ま た， 災害時における 初動対応の課題と し ても たびた 
  び指摘さ れていま す。 すみやかに市担当職員を 避難所に派遣し ， 避難所を 開設でき る  
  よ う ， 各避難所に派遣する 職員を 指定し て， 日頃から 訓練を 行う こ と が必要です。  
 
 ▼子ど も や介護が必要な家族の世話を ど う する か決めておく  
   災害発生時に市職員は， 非常配備体制に応じ て出勤し なければなり ま せんが， 子ど  
  も や介護が必要な家族を 残し たま ま では， 災害対応に従事する こ と が難し いこ と から ，  
  自分の配備基準を 確認し ， その時の家族の引き 取り や世話を ど う する か， 家族や親戚 
  等と 話し 合っ ておく 必要があり ま す。  
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第４ 章 初動期（ 災害発生から 24時間）   

 

３  避難所の開設  

  初動期における 避難所の開設・ 運営は市担当職員が行いま すが， でき る だけ施設管理者や 

 避難者の協力を 得ながら ， 【 様式１ 】 避難所開設チェ ッ ク リ ス ト で確認し ながら 行いま す。  

 

■避難所開設の流れ 
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第４ 章 初動期（ 災害発生から 24時間）   
 

 ( 1)  施設の解錠  

   避難所の解錠は， 市担当職員や施設管理者がすみやかに避難所に参集し て行いま す。 こ  

  のほかに， 「 避難所地域協力員制度」 が導入さ れている 避難所については， 町会や自主防 

  災組織の役員の中から 指定し た避難所地域協力員が， 次の基準によ り 避難所を 解錠する こ  

  と があり ま す。  

［ 避難所地域協力員の解錠基準］  
・ 震度６ 弱以上の地震が観測さ れたと き （ 地震の指定緊急避難場所）  
・ 地震の震度に関わら ず， 大津波警報も し く は津波警報が発表さ れたと き （ 津波の指定緊 
 急避難場所）  

 

ポイ ン ト  
 ▼避難所地域協力員制度について 
   避難所の鍵がかかっ ている 夜間や休日等でも ， 住民がすみやかに避難でき る よ う ，  
  避難所の近く に住む「 避難所地域協力員」 が鍵を 開ける こ と ができ る 制度で， 一部の 
  避難所に導入さ れていま す。  
   こ の制度は， 上記の基準に該当する 災害の危険から 逃れる ため， 地域が解錠手段を  
  持つも のであり ， 避難所の開設を 地域に委ねる 制度ではないこ と から ， 市担当職員や 
  施設管理者は， こ の制度に関わら ず， 避難所開設基準に従い参集する 必要があり ま す。  

 
 ( 2)  避難者の安全確保  

  ア． 地震によ り 建物被害の恐れがある 場合は， 施設の安全確認後に避難者を 受け入れる こ  

   と を 基本と し ， 確認が終わる ま で避難者に屋外待機を呼びかけま す（ 津波の襲来など 切 

   迫し た状況のと き は， 避難者を すみやかに屋内の上階に避難さ せま す） 。  

   ※避難所地域協力員が先に避難所を 解錠し ， 避難者が建物内に避難し ている 場合は，   

   「 ( 3)  施設の安全確認（ 屋外・ 屋内） 」 が終わる ま で， 玄関や体育館等の外に出やすい 

    場所で待機し ， 危険を 感じ たと き は屋外に退避する よ う 避難者に呼びかけま す。  

  イ ． 地震以外の災害で建物被害の恐れが無いと き は， 「 ( 3) 施設の安全確認（ 屋外・ 屋内」  

   は行いま せんが， 停電の有無を 確認し たう えで， 「 ( 4)  避難者の受け入れ」 に進みま す。  
 
 ( 3)  施設の安全確認（ 屋外・ 屋内）    ※地震発生時のみ 

  ア． 【 様式２ 】 避難所応急チェ ッ ク シート によ り ， 施設の安全性を 応急的に判断し ま す。  

   確認の際は， 可能な限り 施設管理者に協力し ても ら う など によ り 複数人で行いま す。  

   施設が使用不可の場合は， 災害対策本部に連絡し 指示を 受けま す。  

   施設が使用可能な場合でも ， その後に余震等が発生し た場合は改めて確認を 行い， 状況 

   が落ち着いたら 専門家によ る 危険度判定を 受け， 安全性を 確認し ま す。 ま た， 周囲に地 

   割れや液状化， 河川の氾濫や土砂災害， 火災等の二次災害の危険がないかも 確認し ま す。  

  イ ． 入口から 避難ス ペース ま での導線を 確認し ， 飛散物や落下物があれば除去し ま す。  

 

 ( 4)  避難者の受け入れ  

  ア． 施設の安全確認後， 避難者を 屋内の避難ス ペース に誘導し ， 開設準備が終わる ま で待 

   機する よ う 呼びかけま す。 でき る だけ人と 人と の間隔を 確保する と と も に， 町会や地域単

位でま と ま っ て待機し ても ら いま す。  

    ※こ の時の待機場所は仮のも のであり ， 開設準備が整ったら 改めてス ペース を 割り 当 

     てる こ と や， その後も 避難者の増減等によ り 移動があり 得る こ と を 説明し ま す。  

  イ ． 冬期間の場合は暖房を 入れ， 防寒のための備蓄毛布や， 立ち座り が難し い避難者のた 

   めの椅子を 用意する よ う ， 施設管理者や避難者に協力を 求めま す。  
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 ( 5)  傷病者の確認と 救護  

   緊急の治療等を 要する 傷病者がいる 場合は， 避難者の中から 医師や看護師を 募り 協力を  

  求め， 災害対策本部に医療機関への搬送を 要請し ま す。  
 
 ( 6)  ト イ レ の確認    

  ア． 地震や停電等によ り 建物被害や断水の恐れがある 場合は， ト イ レ が使用可能か早急に確

認し ま す。 水は出ないが排水管が使用可能な場合は， 汚水を 流すための用水を確保でき る

ま で使用禁止の貼り 紙を し ， 簡易ト イ レ を 設置し て避難者に知ら せる と と も に， 「 ( 14) 災

害対策本部への報告」 で仮設ト イ レ の設置を 要請し ま す。 （ 仮設ト イ レ は１ 基／概ね50人 

   を 目安に， 避難者の増加に応じ て増設を 要請し ま す。 ）  

  イ ． 排水管破損の有無は， 簡易的な方法と し て， 「 便器下部や配管から の水漏れ」 ， 「 床 

   下・ 天井から の水漏れ音」 や「 汚水の臭い」 を 確認し ま す。  

 

■ト イ レ の使用系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 7) 運営本部の設置  

  施設利用計画で定めた場所に， 市担当職員や施設管理者用の運営本部を 設置し ， 資機材 

 リ ス ト の「 ①開設・ 運営用物品」 に記載の物品を 配置し ま す。  
 
( 8)  避難ス ペース 等の表示  

  施設利用計画で定めた避難ス ペース を 張り 紙やテープ等で表示し ま す。 ま た， 避難所の 

 管理や運営に必要な場所は避難ス ペース と し ないよ う ， 机や椅子で仕切る など によ り 区分 

 し ま す。  
 
( 9)  避難者の受付（ 避難者カード の記入・ 回収）   

  避難ス ペース 内に受付窓口や記載台を 設置し ， 世帯の代表者に【 様式３ 】 避難者カード  

 を 記入する よ う 呼びかけま す。  

 ア． 住所， 氏名， 緊急連絡先等のほか， 特別な食料の要否（ アレ ルギー， 乳幼児， 宗教的 

  理由等） や医療・ 介護の要否等， 必要な支援内容を 記入し ても ら いま す。  

  ※特に， 家族構成（ 乳幼児の有無） や介護保険要介護度， 傷病や障がいの状況， 感染症の

有無， 食物アレ ルギーの有無は， グループ編成や避難ス ペース の割り 当て， アレ ルギー

対応食の配布等に必要な情報のため， 漏れなく 記入する よ う 説明し ま す。  
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  イ ． 「 災害伝言ダイ ヤル（ １ ７ １ ） 」 や「 Ｗｅ ｂ 伝言板サービ ス 」 の利用が開始さ れる 大 

   規模災害の場合は， 安否確認のための個人情報提供の可否について記入し ても ら いま す 

   （ 提供同意に係る 署名は， 同意する 方全員分の署名を記入する よ う 説明し ま す） 。  

  ウ ． 車中泊避難者やテン ト 泊避難者， 在宅避難者にも 生活支援を行う ため， 屋内の避難者 

   と 同様に記入し ても ら いま す。  

  エ． 【 様式３ 】 避難者カード を 回収し ， 介護保険要介護者， 障がい者， 難病患者， 乳幼児，  

   妊産婦， 外国人等の要配慮者の有無を 確認し ま す。  

  オ． 中長期の避難が見込ま れる 場合で， 避難所での生活に支障があり ， 特別な配慮を 必要 

   と する 要配慮者がいる 場合は， 本人， 家族や支援者から 状態を確認し ， 災害対策本部に 

   福祉避難所への移送を 要請し ま す。  

 

 ( 10)  避難ス ペース の割り 当て（ グループ編制）   

   回収し た【 様式３ 】 避難者カード の情報を も と に， 避難者のグループを 編成し ， 施設利用

計画で定めた避難ス ペース を 割り 当て， 各グループのリ ーダーを 決めま す（ リ ーダーは状況

に応じ て変更でき る よ う 配慮し ま す） 。 要配慮者のグループなど ， リ ーダーを決める こ と が

難し い場合は， 市担当職員が対応する こ と や， 他のグループリ ーダーの兼務を検討し ま す。  

 

 ①一般の避難者 

   でき る だけ顔見知り 同士で安心でき る 環境と する よ う ， 町会や地区など の20～30人程度 

  を １ グループと し て編成し ま す。  

 

 ②要配慮者 

   一般の避難者グループと は別に， 要配慮者と その家族や支援者のグループを 編成し ま す。  

  心身の負担を 和ら げる よ う ， でき る だけ専用の部屋を 割り 当てま す。 専用の部屋を 確保で 

  き ない場合は， 避難ス ペース の一部を 区切り ， 要配慮者の専用ス ペース と し ま す。  

介護保険要介護者や障がい者，  
難病患者， 乳幼児， 妊産婦 

和室や空調設備のある 過ごし やすい部屋を 提供し ま す。  

 

下肢障がい等によ り 歩行が 
困難な方 

階段の昇降が非常に負担と なる ため， １ 階のト イ レ に行 
き やすい部屋を 提供し ま す。  

精神障がい者や知的障がい者 

 

 

急な環境変化に対応する こ と ができ ず， パニッ ク になる  
可能性がある ため， でき る だけ家族単位で居住が可能な 
小さ な部屋を 提供し ま す。  

視覚障がい者 

 

移動し やすいよ う ， 通路が近い壁寄り の場所を 割り 当て 
ま す。  

外国人（ 旅行者を 除く ）  

 

 

人数に応じ 外国人のグループを 編成する か， 一般のグル 
ープに加えま す。 一般のグループに加える 場合は， 英語 
等の外国語を 話せる 避難者がいる グループに加えま す。  

 

 ③ペッ ト 同伴者 

  ア． ペッ ト は原則と し て屋外にペッ ト の飼育ス ペース を設けて係留し ま すが， あら かじ め 

   施設利用計画によ り 屋内に専用居室が確保でき る 場合は， 飼い主と ペッ ト のグループを  

   編成し ， ケージやキャ リ ーバッ グに入れたペッ ト に限り 専用居室に持ち込むこ と を 認め 

   ま す。 専用居室は， 他の避難者に鳴き 声が届かない場所にし ま す。  

    屋外の車中やテント でペッ ト と 生活する 避難者がいる 場合は， 他の避難者の迷惑と な 

   ら ないよ う ， 飼育マナーを 守っ ても ら いま す。  

  イ ． 補助犬（ 盲導犬， 介助犬， 聴導犬） は， 身体障がい者補助犬法によ り 公共的施設での 

   同伴を 認めら れていま すが， 避難所内に同伴する こ と によ り ， 他の避難者がアレ ルギー 

   症状等を 引き 起こ す可能性がある 場合は， 別室を 用意し ま す。  
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 ④テント 泊や車中泊避難者 

  ア． 給水車やゴミ 収集車， 物資搬入車両の進入に支障の無いよ う ， 校庭等の一部を 解放し  

   ま す（ 使用ス ペース を 施設利用計画で定めておき ま す） 。  

  イ ． 事故防止のため， 駐車ス ペース と 車両導線， テン ト 設置場所を 明確にエリ ア分けし ま  

   す。  

  ウ ． 屋内の避難者と 同様に【 様式３ 】 避難者カード によ り 避難者と し て登録し ， 屋外の避 

   難者でグループを 編成し ま す。  

 ⑤通勤・ 通学者， 旅行者等の他地域から の避難者 

   長期間避難所にと ど ま ら ないと 考えら れる ため， 一般のグループと は別に編成し ま す。  
 

ポイ ン ト  
 ▼熱中症やエコ ノ ミ ーク ラ ス 症候群を 防ぐ ための工夫 
   ト イ レ への移動回数を 減ら そう と 水分補給を 減ら し ， 熱中症やエコ ノ ミ ーク ラ ス 症 
  候群を 引き 起こ すおそれがある ため， 歩行に不自由のある 要配慮者には特に， ト イ レ  
  に行き やすい部屋を 提供する 必要があり ま す。 （ 衛生面の問題も あり ま すので， 必ず 
  し も ト イ レ の隣の部屋を 提供する のではなく ， ト イ レ ま での移動に負担の少ない部屋 
  を 検討し ま す。 ）  

 

 

 ( 11) その他ラ イ フ ラ イ ン， 設備の確認  

  ア． ガス ， 上下水道， 電話・ Ｆ Ａ Ｘ ， イ ンタ ーネッ ト の状態を 確認し ま す。  

  イ ． 放送室， 放送設備， 暖房等の設備の状態を 確認し ま す。  
 

 ( 12) 危険箇所や立ち入り 禁止エリ アの表示  

  ア． ガラ ス の破損や壁の剥落など ， 避難所と し て利用する にあ たっ て危険と なる 箇所を 調 

   査し ま す。  

  イ ． 張り 紙やロ ープ等で危険箇所を 明確にし ， 立入禁止にし ま す。  

  ウ ． 施設利用計画に基づき ， 立ち入り 禁止エリ アを 張り 紙で表示し ま す。  
 

 ( 13) 広報  

   避難所の開設が周辺住民に分かる よ う 屋外に看板等を掲示し ， 玄関等に受付ま での経路 

  を 表示し ま す（ 避難所が開設し ている こ と が分かる よ う ， 夜間は玄関の照明を 付けま す） 。  

   看板等には在宅避難者の避難者登録も 行っ ている こ と を 記載し ま す。  
 

 ( 14) 災害対策本部への報告  

   避難所がど のよ う な状況にある かを ， 災害対策本部に報告し ま す。  

  ア． 災害対策本部への報告は， 市担当職員が電子メ ールま たはＦ Ａ Ｘ で行いま す。  

  イ ． 避難所の状況を 【 様式４ －１ 】 避難所状況報告書によ り ， 第１ 報から 第５ 報（ 24時間 

   後） ま で５ 回の報告を 行いま す。 第１ 報は， 避難所内や周辺の状況等， 緊急を 要する 事 

   項を 主に， その時点で分かる も のを すみやかに報告し ， 第２ 報以降は各項目を 記載し ま  

   す。 第６ 報以降は， 【 様式４ －２ 】 避難所運営記録によ り ， １ 日１ 回定時に報告し ま す。  

  ウ ． 避難者カード を 集計し ， 【 様式４ －３ 】 避難者数報告書によ り 避難者数を 報告し ま す。  

   開設から 24時間ま では１ 時間ごと ， 24時間経過後は１ 日１ 回報告し ま す。  
 

 ( 15)  その他  

 ①避難者名簿の作成 

  回収し た【 様式３ 】 避難者カード を も と に， 【 様式５ －１ 】 避難者名簿を 作成し ま す。  
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 ②安否確認用の避難者名簿の掲示 ※短期的避難の場合は除く  

  ア． 大規模災害の場合は， 災害発生直後の安否確認に対応する ため， 玄関近く に【 様式５  

   －２ 】 避難者名簿（ 掲示用） を作成し て掲示し ま す。 （ 掲示用の記載事項は同意者の氏 

   名， 性別， 年齢のみ）  

  イ ． 【 様式３ 】 避難者カード で安否情報公開に同意し ない方については， 掲示し ないよ う  

   注意し ま す。 （ 同意の署名が無い世帯員や「 同意し ま せん」 に○の世帯全員）  

  ウ ． 問い合わせが減少し た場合は， プラ イ バシー保護の観点から 掲示を 取り やめま す。  
 
 ③施設利用ス ペース の確保 ※短期的避難の場合は除く  

  ア． 仮設ト イ レ の設置場所， 食料・ 物資の保管場所， ト ラ ッ ク 等の駐車場所， 荷降ろし 場 

   所など ， 施設利用計画に基づき ， 運営上必要と なる ス ペース を確保し ま す。  

  イ ． 女性の着替えや授乳のため， 学校の体育館やプールに付随する 更衣室など ， 適切な部 

   屋を 確保し ま す。 防犯対策上， 照明がある ， 死角と なら ない場所と し ま す。  
 
 ④非常食等の提供 
   飲料水や非常食， 毛布など を 提供する 場合は， 【 様式５ －１ 】 避難者名簿をも と に【 様 
  式６ 】 備蓄飲料水・ 非常食等配布記録簿を 作成し ， 避難者登録し た方に漏れなく 提供する  
  と と も に， 品目ご と に提供し た数量を 記録し ま す。  
   提供方法は， 配布場所を 決め， グループごと に時間差で配布し たり ， グループリ ーダー 
  を 通じ て配布する など ， でき る だけ混乱し ない方法によ り 行いま す。  
   【 様式３ 】 避難者カード の「 要配膳」 が○の要配慮者は配布の列に並ばせず， 配膳や配 
  達によ り 提供し ま す。 ま た， 「 傷病等」 に「 ⑧食事等のアレ ルギー配慮が必要」 が記入さ  
  れている 避難者のため， 一般の配布窓口と は別にアレ ルギー対応食専用の配布窓口を 設置 
  し ， 避難者に周知し ま す。  
 

ポイ ン ト  
 ▼災害後は状況に応じ て避難所での生活を 選択する  
   避難所開設・ 運営訓練では， 訓練と いう 形式上， 参加者全員が避難後に引き 続き 避 
  難所生活を 送る 形で行われま すが， 実際は， 被災を 免れた自宅に戻っ たり ， 親戚等の 
  家に身を 寄せる 方が心身に負担が少なく 生活でき ま すので， 避難所生活は各自の状況 
  に応じ て選択する こ と になり ま す。 こ のため， 訓練を 行う メ ン バー全員が避難所生活 
  を 送る と は限り ま せんので， 「 避難所で生活し なく ても ， 自宅から 通っ て避難所運営 
  に携わる 」 等の状況に応じ た避難所運営への関わり 方も 話し 合う 必要があり ま す。  
 
 ▼初動期の避難ス ペース は仮のも のであり ， 移動があり 得る こ と を周知する  
   避難ス ペース が早い者順で決ま る と ト ラ ブルの原因と なり ま す。 こ のため， 初動期 
  の避難ス ペース は仮のも のであり ， 要配慮者が後から 避難し てき た場合など には， 移 
  動があり 得る こ と を 理解し ても ら う 必要があり ま す。  
 
 ▼周囲へのス ト レ ス と なら ないグループ編成を 心がける  
   乳幼児の泣き 声など は， 子育てを し ていない世帯にはス ト レ ス と なる こ と があり ま  
  すが， 子育て世代同士を １ つの部屋に集める と ， 周り で他の子ど も が泣いても お互い 
  様なので気になり ま せんし ， ミ ルク やオムツ を 差し 伸べたり し て助け合う こ と も でき  
  ま す。 同じ よ う な世帯状況のグループを 作る と ， 協力的な環境と なる こ と があり ま す。  
 
 ▼備蓄品は災害の状況や優先度， 計画性を 考慮し て配布する  
   市で備蓄し ている 飲料水や非常食は， 避難所を 開設すれば， ど んな場合でも すぐ に 
  配布する も のではなく ， 自宅に戻れない状態や外出が困難な状態が続く 場合に備えて 
  配備し ていま すので， 災害の状況や優先度， 計画性を 考慮し て配布し ま す。  
 
 ▼避難後も 自宅にある 物資の活用を 呼びかける  
   災害後に避難所で生活する 場合でも ， 自宅から 物資を持参でき る 場合は， でき る だ 
  け活用する よ う 呼びかけま す。  
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第５ 章 避難所の運営（ 展開期）  

 

★展開期と は・ ・ ・  
   災害発生後24時間から ３ 週間の期間で， 避難者が避難所のルールに従っ て一応の生活 
  の安定を 確立する ための避難所運営委員会を 設置し ， 避難者自ら が避難所を 運営する 体 
  制に移行する 時期です。   

 
 

１  避難所運営委員会について  
  避難所での生活は， 災害によ る 精神的な不安や日常生活の不便， 共同生活によ る 不自由等 
 の制約が強いら れま す。 こ のよ う な状況で， 多く の方が長期間にわたり 共同生活を 営むため 
 には一定のルールが必要と なり ま す。 こ のため， 大規模災害によ り 避難生活の長期化が見込 
 ま れる 場合は， でき る だけ早期に， 避難所の自治を 行う 避難所運営委員会を 設置し ， 避難者 
 自ら が避難所を 運営する 体制に移行し ， 市担当職員は支援を 行う も のと し ま す。  
 
 避難所運営委員会の役割 

 ①避難所の運営方針を 決定する 最高決定機関と し て， 避難所運営全般に関わり ま す。  

 ②避難所内でのルールの決定や変更， 決定・ 変更内容の周知， 避難者の要望・ 意見等の取り  

  ま と め， 災害対策本部と の連絡調整を 行いま す。  

 ③円滑な避難所運営を 行う ために， 運営に係る 事項を 協議し ， 避難所運営ルールを 策定し ，  

  避難者に周知し ま す。 【 参考１ 】 避難所ルール（ 案）  

 ④毎日１ 回以上， 時間を 定めて開催し ， 避難所内の問題解決や災害対策本部から の情報の周 

  知など について協議し ま す。  

 

【 避難所運営委員会の体系図】  

 
 

　　 　指 示 ・支 援 　 　　 　報 告 ・要 請

　 　 　 広 報 ・ 配 布 　　 　 　 　　相 談 ・要 望
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２  避難所運営委員会づく り   

 ( 1)  会長， 副会長の選出 

   避難者のと り ま と め役と なる 人物（ 会長１ 名， 副会長２ 名） を選出し ま す。 選出にあた 

  っ て， 市担当職員は， 各避難者グループのリ ーダーや町会・ 自主防災組織の役員， 避難所 

  運営の経験がある 方や避難者から 推薦さ れた方など を 集め， 施設管理者にも 加わっ ても ら  

  い協議し ま す。 女性の視点に立っ た運営を 確保する ため， 女性の参画を 呼びかけま す。  

 

 ( 2)  運営班の設置 

   避難所内での具体的な業務を 実施する ために， 「 総務班」 ， 「 避難者班」 ， 「 情報班」 ，  

  「 施設班」 ， 「 食料物資班」 ， 「 救護班」 ， 「 要配慮者班」 ， 「 衛生班」 ， 「 ボラ ンティ  

  ア班」 の９ つの運営班を 設置し ま す。  

  ①各運営班は， 班長， 副班長（ 各１ 名） と 班員から 構成し ま す。 班員の人数は避難者数や 

   業務量に応じ 調整し ま す。 小規模避難所で避難者が少ない場合は， 班の兼務を 検討する  

   など によ り 体制を 確保し ま す。 （ 例： 総務班と 施設班， 避難者班と 情報班など ）  

  ②各避難者グループのリ ーダーに呼びかけ， 班編制に必要な人数を 確保し ， 各班の班長，  

   副班長と 班員を 決定し ま す。 決定後も 負担の公平性や各自の健康状態に注意し ， 柔軟に 

   変更する よ う 配慮し ま す。  

  ③女性の視点に立っ た運営を 確保する ため， 女性の参画を 呼びかけま す。  

 

 ■設置する 運営班と 主な業務内容 

名 称 主な業務内容 

総務班 避難所運営業務全般のと り ま と め， 避難所運営委員会の事務局業務 

避難者班 受付窓口の設置， 在宅避難者や車中泊避難者， テント 泊避難者の把握 

情報班 被害情報・ 復旧情報の収集， 避難所掲示板の管理 

施設班 施設管理， 設備・ 資機材の調達 

食料物資班 食料や生活物資の調達・ 在庫管理・ 配布 

救護班 医療救護， 感染症対策， 避難者への精神的な対応 

要配慮者班 要配慮者から の相談・ 要望への対応 

衛生班 衛生管理への対応 

ボラ ン ティ ア班 ボラ ン ティ アの受け入れ対応 

 

 ( 3)  避難所運営委員会の開催 

   会長， 副会長， 各運営班の代表者（ 班長， 副班長等） ， 市担当職員や施設管理者によ り  

  構成さ れる 避難所運営委員会を 開催し ま す。  
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３  展開期における 市担当職員の役割  
 
( 1)  避難所運営委員会の開催準備 

  会長， 副会長と 協議し ， 避難所運営委員会の設置と 開催に係る 準備・ 調整を 行いま す。 運 

 営委員会の設置後は， 総務班によ る 事務局業務を 支援し ま す。  
 

( 2)  避難所間での避難者の割り 振り に対する 対応 

  避難者数の増加など によ り ， 避難所の運営に支障が生じ る 場合等は， 他の避難所への避難 

 者の割り 振り を 災害対策本部に要請し ま す。  
 

( 3)  避難者情報の管理 

  避難者カード 等の避難者の情報を 厳重に管理する ほか， 避難者班と 連携し ， 避難者の異動 

 や状況把握に努めま す。  

 ①入退所等の管理 

  ア． 避難者班から ， 入所者の【 様式３ 】 避難者カード を引き 継ぎ， 【 様式５ －１ 】 避難者 

   名簿と 【 様式５ －２ 】 避難者名簿（ 掲示用） を 更新し ま す。  

  イ ． 避難者数をと り ま と め， 定例の避難所運営委員会で報告し ま す 

  ウ ． 避難者班から ， 【 様式７ 】 外泊届を 引き 継ぎ， 外泊者を 把握し ま す。  

  エ． 避難者班から 退所者の報告を 受けた場合は， 退所年月日と 退所後の連絡先を 【 様式３ 】  

   避難者カード に記録し ， 【 様式５ －１ 】 避難者名簿と 【 様式５ －２ 】 避難者名簿（ 掲示 

   用） を 更新し ま す。  
                                

【 避難者名簿の作成・ 管理】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

②避難者名簿の掲示 

  ア． 災害発生直後は安否確認に対応する ため， 入口付近に【 様式５ －２ 】 避難者名簿（ 掲 

   示用） を 掲示し ま す。  

  イ ． 【 様式３ 】 避難者カード で安否情報公開の同意状況を 確認し ， 同意し ない方を掲示し  

   ないよ う 注意し ま す（ 同意の署名が無い世帯員や「 同意し ま せん」 に○の世帯全員） 。  

  ウ ． 掲示する 際は， プラ イ バシー保護のため， 同意者の氏名・ 性別・ 年齢にと ど めま す。  

  エ． 問い合わせが減少し た場合は， プラ イ バシー保護の観点から 掲示を 取り やめま す。  
 

( 4)  災害対策本部への定時報告 

  災害対策本部が避難所の状況を 確認でき る よ う ， 毎日定時に【 様式４ －２ 】 避難所運営記 

 録と 【 様式４ －３ 】 避難者数報告書によ り 報告し ま す。  

  避難所運営記録は， 後の教訓と し ても 非常に有用な資料と なり ま すので， 発生し た問題や 

 その対応等について， でき る だけ記録し ま す。 ま た， 不足し ている 食料や物資等を 【 様式８ 】  

 水・ 食料要請伝票， 【 様式９ 】 物資要請伝票によ り 要請し ま す。  
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( 5)  災害対策本部から の情報収集およ び避難者への提供 

  災害対策本部から 発表さ れる 被災者支援に関する 情報や， 災害救助活動に関する 情報等を  

 収集し ， 情報班を通じ て避難者に提供し ま す。  
 
( 6)  取材への対応 

  避難者の精神的負担やプラ イ バシー保護のため， 施設内でのカ メ ラ 取材は禁止と し ， 出入 

 口に「 施設内のカメ ラ 取材禁止」 の張り 紙を し ま す。 その他の取材については， 避難所の状 

 況や避難者の感情を 正し く 理解し ， 配慮を 徹底し て行う よ う 要請し ま す。 避難者から 苦情が 

 あっ た場合は中止を 要請し ま す。  
 
( 7)  秩序維持 

  避難所運営委員会と 協力し ， 避難所内での迷惑行為の防止や， 避難所の共同生活の秩序を  

 守る ための問題の解決にあたり ま す。  
 

４  展開期における 避難所運営委員会の役割  

( 1)  避難所運営委員会の活動 

 ①避難所運営の方針決定 

   避難所運営委員会は避難所の運営全般について協議を行い， 方針を 決定し ま す。  
 

 ②避難所運営委員会の開催 

  ア． 避難所運営委員会の議長は会長が努め， 事務局は総務班が担当し ま す。  

  イ ． 毎日１ 回以上， 時間を 定めて開催し ま す。  

  ウ ． 委員会には， 施設管理者， 市担当職員も 参加し ま す。 ま た， 必要に応じ て， オブザー 

   バーと し て， 医療や福祉など の専門職の参加を 検討し ま す。  

  エ． 食料・ 物資など 必要なも のを 災害対策本部へ要請する ため， 各運営班から 状況報告と  

   要望を 受けま す。  

  オ． 決定事項は， 文書掲示ま たは配布等によ り 避難者に周知し ま す。  
 

( 2)  各種窓口の設置 

  各運営班に次の窓口を 設置し ま す。 女性の避難者が安心し て相談でき る よ う ， 窓口には女 

 性も 配置する よ う にし ま す。  

  ア． 意見箱・ 相談窓口： 避難者ニーズの把握 →「 総務班」  

  イ ． 避難者受付窓口： 入退所， 外泊等の受付， 安否確認対応 →「 避難者班」  

  ウ ． 要配慮者相談窓口： 要配慮者の相談・ 要望の受け付け →「 要配慮者班」  

  エ． 食料・ 物資配布窓口： 物資等の配布 →「 食料物資班」  

  オ． 広報窓口： 施設内の広報に関する 問い合わせ対応 →「 情報班」  

  カ． ボラ ンティ ア窓口： 市のボラ ンティ アセン タ ーから 派遣さ れたボラ ンティ アの窓口  

             →「 ボラ ンティ ア班」   

             ※避難所独自でボラ ン ティ アの募集や受付は行いま せん。  
 

( 3)  避難所のス ペース に余裕がある 場合 

  避難所のス ペース に余裕がある 場合は， 追加受け入れ可能な避難者数を 検討し ， 市担当職 

 員を 通じ て災害対策本部へ報告し ま す。  
 

( 4)  避難所内での移動の実施 

  避難者のプラ イ バシー保護や避難者の増減等を 勘案し ， 避難所運営委員会で協議し たう え 

 で， 必要に応じ て避難者の居住場所を 変更し ま す。  

 



 34

第５ 章 展開期（ 24時間から ３ 週間）   

 

５  展開期における 各運営班の役割  
 

 総務班  

 ①避難所運営委員会の事務局業務 

   避難所運営委員会の事務局と し て， 避難所運営委員会規約の作成， 定例会議等の開催連 

  絡， 協議事項の整理， 会議録の作成等， 必要な資料作成を 行いま す。  

  【 参考２ 】 避難所運営委員会規約（ 案） ， 【 様式10】 避難所運営委員会名簿 
 

 ②避難所運営ルールの作成と 風紀・ 防犯対策 

  ア． 避難所を 快適に利用でき る よ う ， 避難所運営ルールを 作成し ， 周知し ま す。  

    【 参考１ 】 避難所ルール（ 案）  

  イ ． 風紀・ 防犯対策を 徹底し ま す。  

  ウ ． 避難所内での迷惑行為や， 共同生活の秩序を 乱す行為への対応にあたり ま す。  
 

 ③意見箱・ 相談窓口の設置 

   避難所内に意見箱を 設置し ， 避難者のニーズを 把握する と と も に， 避難者の苦情等を 円 

  滑に処理する ための相談窓口を 設置し ま す。  
 
 ④郵便物・ 宅配便等の取り 次ぎ 

   原則， 郵便局員や宅配業者から 直接避難者へ手渡し ても ら いま すが， 避難者が多い場合 

  は， ま と めて受付で保管し ， 避難者を 呼び出し て手渡し ま す。 こ の場合， 【 様式11】 郵便 

  物等受取票を 作成し ， 紛失し ないよ う 十分に注意し ま す。  
 

 避難者班  

 ①入退所等の管理 

  ア． 入退所や外泊の受付窓口を 設置し ， 避難者に周知し ま す。  

  イ ． 入退所者に【 様式３ 】 避難者カード を 記入し ても ら い， 市担当職員に引き 継ぎま す。  

  ウ ． 避難者から の情報収集や， 町会や自主防災組織等の地域コ ミ ュ ニティ ーに地域巡回や 

   見守り を 依頼し ， 在宅避難者や車中泊避難者， テン ト 泊避難者を 把握し て【 様式３ 】 避 

   難者カード を 記入し ても ら い， 市担当職員に引き 継ぎま す。  

  エ． 外泊者について， 【 様式７ 】 外泊届の記入を依頼し ， 市担当職員に引き 継ぎま す。  
 

 ②安否確認等の問合わせへの対応 

  ア． 市担当職員から 【 様式５ －２ 】 避難者名簿（ 掲示用） の提供を 受け， 安否確認等の問 

   い合わせに対応し ま す。 疑義がある 問い合わせは， 市担当職員と 一緒に対応し ま す。  

  イ ． 避難者のプラ イ バシーと 安全を 守る ため， 部外者が避難所内にむやみに立ち入る こ と  

   の無いよ う ， 玄関付近に受付窓口を 設け， 対応を 一本化し ま す。  

  ウ ． 【 様式５ －２ 】 避難者名簿（ 掲示用） に掲載さ れていない避難者の問い合わせには，  

   該当者がいないこ と を 伝えま す。  

  エ． 【 様式５ －２ 】 避難者名簿（ 掲示用） に掲載さ れている 方に電話での問い合わせがあ 

   っ たと き は， 施設の電話を 専有し ないよ う ， 該当する 避難者に連絡先を 伝える 旨を 説明 

   し て連絡先を聞き 取っ て電話を 切り ， 避難者に伝えま す。 避難者が電話を する 際は， 特 

   設公衆電話など 他の電話でかけ直し ても ら いま す。  

  オ． 聴覚に障がいのある 方には， メ モなど 適切な手段によ り 伝言し ま す。  

  カ． 放送設備での避難者の呼び出し は， 避難者の迷惑になる 場合も あり ま すので， 放送す 

   る 場合や放送時間を 決める 等のルールを 避難所運営委員会で決めてから 行いま す。  
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【 安否確認等の問い合わせへの対応】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 安否確認等の問い合わせへの対応】  

 

 情報班  

 ①情報収集 

   以下のよ う な被災者に役立つ情報を 収集・ 整理し て適切な手段によ り 広報を 行いま す。  

  収集・ 整理し た情報は避難所運営委員会に諮っ てから 広報し ま す。  

  ア． 各運営班から の広報要望事項 

  イ ． 市担当職員， 災害対策本部から 発表さ れる 被災者支援に関する 情報や災害救助活動に 

   関する 情報 

  ウ ． 避難所周辺の復興状況（ 官公庁， 商業施設， 金融機関， 医療機関， 公衆浴場， 理美容 

   所等の営業情報など ）  

  エ． 他の避難所の状況 

  オ． テレ ビ ， ラ ジオ， 新聞， イ ンタ ーネッ ト 等の各メ ディ アから の情報 

   ※ツ イ ッ タ ー等のＳ Ｎ Ｓ はデマに注意し ， 関係機関やメ ディ ア等の公式アカウ ン ト など  

    の信頼でき る 情報を 収集し ま す。  

 

 ②避難所内での情報伝達 

  ア． 避難所内での情報伝達は， 原則と し て文字情報と し ま す。  

  イ ． 掲示板を 作成し ， 多目的ス ペース やホールなど ， 人が集ま る 場所に設置し ま す。  

  ウ ． 掲示板のほか， ホワ イ ト ボード 等で避難者間の連絡用伝言板を 設置し ま す。  

  エ． 視覚， 聴覚等の障がいのある 方に対し ては， 障がい者団体（ ボラ ンティ ア含む） 等の 

   協力を 得て， 点字や要約筆記， 手話通訳によ る 情報提供に努めま す。  

  オ． 外国人には， 外国語によ る 情報提供やイ ラ ス ト の併記など によ り 伝達に努めま す。  

  カ． 避難者に定期的な掲示板の確認を 呼びかけま す。  

    キ． 感染者等対策区域についても ， 必要な掲示を 行う など 情報提供に努めま す。  

 

 ③広報窓口の設置 

   広報窓口を 設置し ， 施設内の広報に関する 問い合わせに対応し ま す。
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【 掲示板の作成例】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■掲示板の管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ポイ ン ト  
 ▼情報は常に「 見える 化」 を  
   避難所で提供する 情報は， 災害後の一時的な生活支援情報から ， その後の生活再建 
  につながる ， り 災証明の発行や見舞金・ 弔慰金の給付， 仮設住宅の手続等へと 重要度 
  が増し ていき ま す。  
   情報は平等に伝えなければト ラ ブルの原因と なり ま すので， 文字にし て掲示する こ  
  と はも ちろん， 「 り 災証明」 ， 「 ボラ ン ティ ア」 ， 「 生活再建」 など のジャ ンル別で 
  整理し たり ， 既存の情報と 新着情報を 分ける など ， 見やすく 整理する 工夫が必要です。  

 

 

《 最新情報》  

・ 今日の情報 

《 市から のお知ら せ》  

・ 仮設住宅関連 

・ 給付金関連等 

《 生活情報》  

・ 給水情報 

・ 風呂情報等 

《 交通情報》  

・ 通行規制等 

《 使用施設情報》  

・ 使用施設の行事等 

《 復興情報》  

・ 求人情報 

・ 復興資金等 

《 その他》  

・ 尋ね人等 

《 伝言板》  

・ 引越し 手伝い募集 

・ 譲り 物情報等 
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第５ 章 展開期（ 24時間から ３ 週間）   
 

 施設班  

 ①避難所の安全確認およ び危険箇所への対応 

  ア． 初動期から 引き 続き ， 施設管理者の協力を 得ながら ， 危険箇所の調査を し ， 必要に応 

   じ 修理・ 補修等の対策を 進めま す。  

  イ ． 新たに危険箇所が発見さ れた場合は， 張り 紙やロ ープ等で立入禁止にし ま す。  
 
 ②防火・ 防犯対策 

  ア． 室内の火気厳禁・ 禁煙と 喫煙場所の遵守を 徹底し ま す。  

  イ ． 防火， 防犯のため， 夜間の巡回を 行う と と も に当直制度を 検討し ま す。  

  ウ ． 防犯活動が必要と 認めら れる 場合には， 自主防災組織に対し て協力を 求める ほか， 必 

   要に応じ て警察の協力を 得て対応し ま す。  
 
 ③必要と なる 設備・ 資機材の確保 

  ア． 避難所運営に必要と なる 設備や資機材について確認し ， 食料物資班に報告し ま す。  

  イ ． 仮設ト イ レ について， 概ね50人あたり １ 基を 目安に確保し ， 避難者の増加に応じ た増 

   設を 市担当職員を 通じ て災害対策本部に要請し ま す。 ま た， 要配慮者への配慮と し て，  

   洋式仮設ト イ レ やポータ ブルト イ レ 等の設置についても 検討し ま す。  

   ※概ね50人あたり １ 基－内閣府「 避難所における ト イ レ の確保・ 管理ガイ ド ラ イ ン」  

   ※防犯上， 仮設ト イ レ の設置場所は， 夜間あま り 暗く なら ない場所と し ま す。  

  ウ ． 仮設ト イ レ は， ある 程度の基数が確保さ れた段階で， 男女別に区分する ほか， 感染症 

   対策のため， 体調不良者用の専用ト イ レ を 設け避難者に周知する 。  

  エ． 暑さ ・ 寒さ 対策と し て， ス ト ーブ， 扇風機等の調達を 災害対策本部に要請し ま す。  

  オ． 寒さ 対策と し て， 床に毛布や段ボールを 敷く ほか， ガムテープで隙間風対策を し ま す。  

  カ． 床に直接寝る こ と によ る アレ ルギーやエコ ノ ミ ーク ラ ス 症候群等の健康被害を 予防す 

   る ため， 畳やマッ ト ， 段ボール等によ る 簡易ベッ ド の調達を 災害対策本部に要請し ま す。  

  キ． 避難者の最低限のプラ イ バシーが確保さ れる よ う ， 間仕切り や衝立等を 災害対策本部 

   に要請し ま す。  
 
■冬期・ 夏期における 寒暖対策等の品目 

 品     目 

冬 期
 毛布， マッ ト （ 布団） ， 保温性の高いシート ， ス ト ーブ， 使い捨てカイ ロ ，  

防寒着， マス ク  等 

夏 期
 網戸， タ オルケッ ト ， 扇風機， ク ーラ ー， 氷・ 保冷剤， 殺虫剤， 蚊取り 器，  

ト イ レ 消臭剤 等 

                                                                                      
 

 ④生活用水の確保 

  ア． 避難所内で使用する 水は用途に応じ て， 明確に区別し ま す。  

  イ ． 飲料・ 調理用， 手洗い・ 洗顔・ 風呂， 洗濯用， ト イ レ 用の水を 確保し ま す。  

  ウ ． 断水時における 飲料水は， ペッ ト ボト ル飲料水を 使用し ま す。  

  エ． ペッ ト ボト ル飲料水は冷暗所に保管し ， 開栓後は長く 保存し ないよ う に注意し ま す。  

  オ． ペッ ト ボト ル飲料水が確保でき ない場合や不足する 場合は， 給水車の水や飲用可能な 

   井戸水等を 使用し ま す。 こ の場合， 薬剤消毒や煮沸など ， 衛生上の注意を 払いま す。  

  カ． 手洗い， 洗顔， 歯磨き ， 食器洗浄は， 給水車の水や飲用可能な井戸水等を 使用し ま す。  

  キ． 水の保管は， 清潔を 保つよ う に留意し ま す。  

  ク ． 生活用水の利用については， 次の表を 参考と し ま す。  
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第５ 章 展開期（ 24時間から ３ 週間）   

 

■用途別の生活用水 

 

用 途  

水の種類 

飲料用 

調理用 

手洗い， 洗 

顔， 歯磨き ，  

食器洗浄用 

 

風呂・ 洗濯用 

 

ト イ レ 用 

ペッ ト ボト ル飲料水 ◎ ○   

給水車の水 ○ ◎ ○ ○ 

飲用可能な井戸水， 湧き 水 ○ ◎ ○ ○ 

ろ過水 △ ◎ ○ ○ 

プール・ 河川の水 × × × ◎ 

 （ 凡例 ◎： 最適， ○： 適し ている ， △： 普通， ×： 不適）  

 

 ⑤非常用電源の確保 

  停電時の電源確保対策と し て， 非常用電源（ 自家発電機， 電池） を 確保し ま す。  

 

 ⑥消灯 

  避難所の消灯を定時に行いま す。  

 

 

ポイ ン ト  

 ▼夜間の防犯対策強化 

   避難所には多く の方が来訪し ， 盗難の発生や不審者が出没する 可能性がある ため，  

  避難者に貴重品の管理を 周知し たり ， 夜間に巡回を 行う など の防犯対策が必要です。  

 

 ▼消灯ルール 

   「 眠れないから 電気を 消し て欲し い。 」 ， 「 余震が怖いから 電気を 付けて欲し い。 」  

  など ， 消灯について苦情が出る 場合があり ま す。 こ のため， あ ら かじ め避難所におけ 

  る 消灯時間， 消灯方法（ １ 列だけ電気を つけておく 等） のルールを 決めて周知し ま す。  

 

 

 食料物資班  

 ①食料・ 物資の調達 

  ア． 食料・ 物資（ 市の備蓄を 含む） の在庫を 常時把握し ， 必要な食料・ 物資を 取り ま と め 

   て【 様式８ 】 水・ 食料要請伝票， 【 様式９ 】 物資要請伝票を 作成し ， 避難所運営委員会 

   に報告のう え， 市担当職員を 通じ て災害対策本部に要請し ま す。  

  イ ． 取り ま と めの際は， 避難者班に毎日の避難者数を 問い合わせ必要数を 算定し ま す。  

   必要数には， 避難者（ 屋内の避難者， 在宅避難者， 車中泊避難者， テント 泊避難者） の 

   ほか， 市担当職員や施設管理者， 他都市応援職員も 含めま す（ ボラ ンティ アは除く ） 。  

    ま た， 各運営班に必要な物資を 確認する と と も に， 意見箱や相談窓口に寄せら れた要 

   望も 確認し ， 対応が必要なも のについて要請に加えま す。  
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第５ 章 展開期（ 24時間から ３ 週間）   

 

  ウ ． 温かい食事を 用意する ための調理器具や食料保管用の冷蔵設備の調達を 検討し ま す。  

  エ． 道路の寸断等によ る 孤立化によ り ， 外部から 食料・ 物資が届かない場合は， 被災者の 

   持ち寄っ た物資や食料の供出を 依頼し ま す。 ま た， 避難所周辺の住民に協力を 仰いだり ，  

   買い出し によ り 調達し ま す。  

 

■食料・ 物資要請の流れ 

 

 

 ②食料・ 物資の受け入れ 

  ア． 施設班と 協力し ， 食料・ 物資等の受け入れのための荷降ろ し 場所， 保管場所等を 用意 

   し ま す。  

  イ ． 避難者グループのリ ーダーやボラ ン ティ ア班と 協力し て， 物資受け入れのための人員 

   を 確保し ま す。  

  ウ ． 物資の受け入れにあたっ ては， 【 様式12】 水・ 食料・ 物資受払簿に， 受け入れた水・  

   食料・ 物資の品名や管理番号， 消費期限等を 記入し ， 在庫管理ができ る よ う にし ま す。  

  エ． 受領し た食料・ 物資の災害対策本部への受領報告は， 市担当職員が， 【 様式８ 】 水・  

   食料要請伝票， 【 様式９ 】 物資要請伝票に記載の流れで処理し ま す。  

  オ． 災害発生直後は， 大量の食料・ 物資が昼夜を 問わず突然届く 場合も ある ため， 避難所 

   運営委員会で宿直体制の確保を 検討し ま す。  

 

■食料・ 物資受け入れの流れ 
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第５ 章 展開期（ 24時間から ３ 週間）   

 

 ③食料・ 物資の配布 

  ア． 【 参考３ 】 飲料水・ 食料・ 物資等の配布方針（ 案） を 参考に， 避難所運営委員会で配 

   布ルールを 決めて掲示板等を 使っ て周知し ま す。  

  イ ． 食料・ 物資は納入後すぐ に配布せず， 保管場所で在庫管理が完了し た後に配布し ま す｡ 

  ウ ． 食料や物資が不足する 場合は， 要配慮者へ優先的に配布し ま す。  

  エ． 【 様式３ 】 避難者カード の「 要配膳」 が○の要配慮者は配布の列に並ばせず， 配膳や 

   配達によ り 提供し ま す。  

  オ． 一般の配布窓口と は別に， アレ ルギー対応食専用の配布窓口を 設置し ， 避難者に周知 

   し ま す。  

  カ． 飲料水や食料を 配布する 際は， 【 様式13】 水・ 食料配布記録簿を 作成し ， 物資を 配布 

   する 際は， 【 様式14】 物資配布記録簿を 作成し ま す。  

  キ． 食器は， 出来る だけ使い捨てと し ま す。 食器の再利用を 行う 場合は， 各自の責任で食 

   器を 管理し ても ら いま す。  

  ク ． 女性特有の物資（ 女性用の下着， 生理用品等） については， 女子更衣室で管理し ， 女 

   性ス タ ッ フ から 配布し ま す。  

 

ポイ ン ト  

 ▼物資は避難者数分が揃っ てから 配布する 。  

   災害発生から 一定期間が過ぎ， 支援物資が届き はじ める 状況で， 全員に配布すべき  

  物資を 避難者人数分が届かないう ちに配布し たこ と によ っ て， 不公平と の不満が生じ  

  る ケース があり ま す。 こ のため， 避難者の人数分が揃う ま では， 物資を 見えない場所 

  に保管し ， 避難者数分が揃っ てから 配布し たり ， 緊急度に応じ て要配慮者のみに配布 

  する と いっ た配慮が必要です。 ま た， 人によ っ て異なる も のを 配布し たり ， 途中から  

  数量を 変えて配布し ないよ う 注意する 必要も あり ま す。  
 
 ▼食材の管理担当を 決め， 計画的に管理する 。  

   物資が手に入り にく い状況で， 少ない食材を 数日に分けて使用する ために保管し て 

  いたと こ ろ， 外部から 来た調理ボラ ンティ アが１ 日で使い切っ てし ま っ たと いう 事例 

  も あり ま すので， 食材を 使用する 場合は管理担当に確認する と いう ルール作り も 大切 
  です。  
 
 ▼余分に食料を 確保し よ う と する 方に注意する 。  
   受け取り に来ら れない家族の分ではなく ， 自分の分を余計に持っ て行こ う と する 方 

  も いる ため， 注意し て配布する 必要があり ま す。  
 
 ▼不公平になら ないよ う ， 非常時でも 秩序を 守ら せる 。  

   物資を 力ずく で奪い合い， 要配慮者にし わ寄せが行く こ と の無いよ う ， 非常時でも  
  秩序を 守ら せる 必要があり ま す。 自己中心的な方には厳し く 対応する 必要も あり ま す。  
 
 ▼要配慮者には配膳や配達によ り 食料・ 物資を 提供する 。  

   東日本大震災では， 要配慮者が長時間並んで待つこ と が困難と の課題があっ たため，  
  配膳や配達によ る 食料や物資の提供が必要です。  
 
 ▼避難者が揃う 時間帯に配布する 。  

   避難者の中には， 日中に自宅の片付け等のため外出する 方も いる ため， 物資が届く  

  たびに配布する と ， 外出し ている 避難者に配布さ れず偏り が生じ ま す。 受領し た物資 

  は一度保管し ， 朝や夕方など 避難者が揃う 時間を 決めて配布する と いっ たルールを 周 

  知する こ と によ り ， 避難者も 心配なく 日中に行動でき る よ う になり ま す。       
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 ④炊き 出し への対応 

  ア． 食料が安定供給さ れる ま での期間は， 避難所が独自に調達し た食料を 用いて避難者が 

   自主的に炊き 出し を 行う 場合があり ま す。 食料物資班は， 施設班やボラ ンティ ア班と 協 

   力し て， 炊き 出し のための設備や炊飯道具， 人員を 確保し ま す。  

  イ ． 避難所では， 避難者に適し た食事内容が求めら れ， ま た， 避難所生活の長期化に伴い，  

   献立や栄養面でも 偏り が生じ る 可能性がある ため， 栄養士から 献立例を 提供し ても ら う  

   など ， 栄養バラ ンス に配慮し た食事の提供に努めま す。  

  ウ ． 要配慮者班と 協力し ， 高齢者や障がい者， 乳幼児， アレ ルギー体質の方など ， 食事に 

   特別な配慮が必要な避難者には個別に対応し ま す。  

  エ． 炊き 出し を実施し た際には， 【 様式15】 炊き 出し 記録簿を 作成し ま す。  

 

■炊き 出し に必要な道具 

調理用熱源 カセッ ト コ ン ロ ， ガス コ ンロ （ プロ パン ガス ）  等 

調理器具・ 用具 鍋， 炊飯器， 鉄板， 包丁， ま な板， おたま ， 菜ばし  等 

食器 皿， 茶碗， お椀， はし ， ス プーン 等 

洗浄用具 洗剤， たわし ， ス ポンジ， 布巾， 台所用漂白剤， エタ ノ ール 等 

 

 ⑤食料・ 物資の管理 

  ア． 食料・ 物資の遅配等に備え， １ 日分程度の余裕在庫を 持ち， 在庫量を 常時把握し ま す。  

  イ ． 物資の保管は， 避難者全員がそれぞれ使用する も の， 特定の避難者が使用する も の，  

   避難者全員が共同で使用する も のなど ， 種類や配布方法ごと に整理し て保管し ま す。  

  ウ ． 食料の保管については， 種類やアレ ルギー対応， 保存方法， 消費期限ごと に整理し て 

   保管し ま す。  

  エ． 在庫の消費期限を 確認し ， 期限切れの食料は廃棄し ま す。  

  オ． 夏期は， 食料・ 物資へのカビ の発生や害虫・ ねずみの被害など ， 保管場所の衛生管理 

   に十分注意する と と も に， 必要な冷蔵設備や調理器具等を 調達し ま す。  

 

■物資の使用形態によ る 分類 

全員がそれぞれ使用する も の 毛布， タ オル， 歯磨き 粉・ 歯ブラ シ， 衣類， 使い捨て 

カイ ロ 等 

特定者がそれぞれ使用する も の 紙おむつ， 生理用品， 育児用ミ ルク （ 粉ミ ルク ） ・ 哺 

乳びん等 

全員が共同で使用する も の 

 

ト イ レ ッ ト ペーパー， 調理器具， ス ト ーブ等 
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■食料・ 物資の管理・ 配布系統図 

 

 

 

 

ポイ ン ト  

 ▼物資は区分けし て保管・ 整理する 。  

   東日本大震災では， 避難所に物資が山積みと なり ， ど こ に何が置いてある のか分か 

  ら ず， 必要な物資が見つけら れないと いう 事例があり ま し た。 こ のため， 「 全員がそ 

  れぞれ使用する も の」 ， 「 特定者がそれぞれ使用する も の」 ， 「 全員が共同で使用す 

  る も の」 等を 区分けし て保管・ 整理する こ と で円滑な物資提供が可能と なっ た事例が 

  あり ま す。  
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 救護班  

 ①負傷者の対応 

  ア． けが人が発生し た場合は， 避難者の中に医師や看護師， 介護士等の有資格者がいる と  

   き は協力を 要請し ， 保健室で応急処置を 行いま す。  

  イ ． 避難所では対応が困難な場合は， 本人や家族と 相談のう え医療機関への収容を 検討し ，  

   搬送の補助を行いま す。  

 

 ②感染症対策 

   「 第３ 章 感染症対策」 に定めた対策を 衛生班等と 協力のう え実施し ， 状況の変化がある

場合は， 市担当職員を 通じ て災害対策本部へ報告し ま す。  

 

 ③救護所・ 医療機関の開設状況の把握 

   近隣の医療機関の開設状況について， 市担当職員を 通じ て災害対策本部に問い合わせ，  

  情報班に報告し ま す。  

 

 ④医薬品の確保 

  ア． 必要な医薬品を 食料物資班に要望し ， 市担当職員を通じ て災害対策本部に要請し ま す。  

  イ ． 備蓄し ている 医薬品の種類と 数量を 管理し ま す。  

 

 ⑤Ａ Ｅ Ｄ （ 自動体外式除細動器） の設置場所の確認等 

  ア． 避難所内にＡ Ｅ Ｄ がある 場合は， その設置場所を 確認し て周知し ま す。  

  イ ． 避難所内にＡ Ｅ Ｄ がない場合は， 最寄り の設置場所を 確認し て周知し ま す。  

  ウ ． 避難者の中にＡ Ｅ Ｄ 講習会の受講者等がいる か確認し ， 把握し ておき ま す。  

 

 ⑥健康状態の把握 

  ア． 【 様式16】 健康管理チェ ッ ク リ ス ト を 活用し て， 避難者の健康管理に努めま す。  

  イ ． 必要に応じ て， 巡回健康相談や巡回栄養指導の実施について， 市担当職員を 通じ て災 

   害対策本部に要請し ま す。  

  ウ ． 避難所内の妊婦について， 出産（ 予定） 日， かかり つけの病院等の情報を 把握し ま す。  

 

 ⑦エコ ノ ミ ー症候群の予防 

   市担当職員を通じ て災害対策本部に保健師の派遣を 要請し ， 在宅避難者や車中泊避難者，  

  テント 泊避難者を 含めた避難者全体の健康教育を 実施し ， エコ ノ ミ ー症候群等の予防に努 

  めま す。  

 

■避難所生活で起こ り やすい疾病や心身の不調（ 例）  

  

 

 

 

○生活不活発病  ○高血圧， 高血糖， 喘息等の慢性疾患の悪化 

○肺炎， イ ンフルエンザ， 感染性胃腸炎， 食中毒等の感染症 

○エコ ノ ミ ーク ラ ス 症候群  ○熱中症， 低体温症  ○便秘  ○低栄養， 栄養不足 

○介護者不足によ る 褥そう 形成や悪化  ○ス ト レ ス の蓄積， 不安， 不眠 

○Ｐ Ｔ Ｓ Ｄ （ 心的外傷後ス ト レ ス 障害） 等 
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 要配慮者班  

 ①要配慮者相談窓口の設置等 
  ア． 要配慮者のニーズの把握や相談に応じ る ため， 要配慮者相談窓口を 設置し ま す。  
  イ ． 窓口には， 手話通訳者， 要約筆記者， 点訳ボラ ン ティ ア， 音訳ボラ ンティ ア， ホーム  
   ヘルパー， 介護支援専門員， カウ ンセラ ーなど ， 状況に応じ て保健・ 医療・ 福祉相談に 
   応じ ら れる 専門員の派遣を ， 市担当職員を 通じ て災害対策本部に要請し ま す。  
  ウ ． 女性や乳幼児のニーズを 把握する ため， 要配慮者窓口には女性も 配置する など の配慮 
   を し ま す。  
  エ． 杖や車椅子， オス ト メ イ ト 用のス ト マ用装具等の必要な介護用品， 介護機器を 食料物 
   資班に要望し ま す。  
  オ． 避難所では対応でき ないニーズについては， 必要な支援の内容（ 施設入所， ホームヘ 
   ルパー等の派遣， 日常生活用具の貸与等） について， 市担当職員を 通じ て災害対策本部 
   に要請し ま す。  
 
 ②要配慮者への支援 
  ア． 避難所生活が困難な要配慮者については， 本人や家族， 支援者と 相談のう え， 設備の 
   ある 避難所や福祉避難所等への移送を 検討し ま す。  
  イ ． 避難所内で介護福祉士等の有資格者を 募り ， 協力を依頼し ま す。  
  ウ ． 聴覚障がい者がいる 場合は， 手話通訳ができ る 方を募る など ， 適切な手段によ る 情報 
   伝達およ びコ ミ ュ ニケーショ ンを 図り ま す。  
  エ． 視覚障がい者がいる 場合は， わかり やすい口調でゆっ く り と 伝えま す。 ま た， 音声情 
   報を 複数回繰り 返すなど ， 適切な手段によ る 情報伝達およ びコ ミ ュ ニケーショ ン を 図り  
   ま す。  
  オ． 外国人がいる 場合は， 避難者で外国語ができ る 方を募り ， 情報伝達およ びコ ミ ュ ニケ 
   ーショ ンを 図り ま す。  
  カ． 移動が困難な方に対し ては， 杖や車椅子の貸与について検討し ま す。  
  キ． 居住ス ペース は， 介護が必要なス ペース や車椅子の通れる ス ペース が確保さ れている  
   か， ま た， 要配慮者や介護者が静養でき る 空間が確保さ れている か確認し ， 施設班と 連 
   携し て対応し ま す。  
 

 ■障がいのある 人に共通し て望ま れる 支援の例 

 

・ 施設内はでき る だけバリ アフ リ ーにし ， 見やすい案内標識等を 表示する  

・ 移動し やすい環境の整備（ 段差の解消， 通路の幅の確保， 障害物を置かない等）  

・ 車いすが通れる ９ ０ ㎝以上の幅の通路を 確保する  

・ 案内所， 物資配布場所， ト イ レ 等の表示は， 大き な表示や色別テープ等で分かり やすく  

 する  

・ 集団生活に適応し にく い人には専用の居室を 割り 当てる  

・ でき る だけその人の事情が分かっ ている 人と 共に過ごせる よ う 配慮する  

・ 盲導犬， 聴導犬， 介助犬は， 使用者の移動や生活にと っ て必要なので， 必要な食事や給 

 水を 受けら れる よ う にする  

・ 介助者等の支援者は， 分かり やすい名札など で表示する  

・ テレ ビ を 付ける と き は， 字幕機能があれば使用する  

・ 特設公衆電話には， でき る だけＦ Ａ Ｘ 付き の電話を 設置する  

・ 大人用紙おむつ， 尿取り パッ ト は， 各サイ ズ別に多く 揃える  

・ パッ ク 用のおかゆ， ト ロ ミ 剤， ス ト ロ ーを 確保する  

・ 簡易な医療機器（ 酸素吸入器， ボンベ） を 設置する  
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 ■要配慮者のための物資の例 

種 別 必要な生活物資 

 

高齢者 
毛布， 使い捨てカイ ロ ， タ オル， 紙おむつ， 嚥下し やすい食事， ト ロ  

ミ 剤， ポータ ブルト イ レ ， 杖， 車椅子， ベッ ド （ 簡易ベッ ド 含む） ，  

防水シート  等 

 

乳幼児 
毛布， タ オル， 紙おむつ， おし り ふき 等の衛生用品， 哺乳びん（ 消毒 

用具を 含む） ， 育児用ミ ルク （ 粉ミ ルク ） ， お湯， 離乳食（ 時期別） ，  

沐浴用たら い・ ベビ ーベッ ド ， 小児用薬， 乳幼児用衣料， おんぶ紐，  

ベビ ーカー 等 

妊産婦 毛布， マッ ト ， ベッ ド （ 簡易ベッ ド 含む）  等 

肢体不自由者
 毛布， 紙おむつ， 嚥下し やすい食事， 介助用食器・ ス プーン， ベッ ド  

（ 簡易ベッ ド 含む） ， 車椅子， 移動用機具， 杖， バリ アフ リ ート イ レ  等 

病弱者や 

内部障がい者 
毛布， 日頃服用し ている 薬や使用装具 等 

聴覚障がい者 補聴器（ 電池含む） ， 筆談用ミ ニボード ， マジッ ク ， 文字放送テレ ビ 等 

視覚障がい者 白杖， 点字器， ラ ジオ 録音レ コ ーダ（ 情報伝達）  等 

知的障がい者や

発達障がい者 
紙おむつ， 嚥下し やすい食事 等 

精神障がい者 日頃服用し ている 薬 等 

外国人 外国語辞書・ 対訳カード  等 

 

■要配慮者の行動等を 支援する 人材 

   

 

○日常的な行動に介護を要する 者・ ・ ・ ホームヘルパー 

○聴覚障がい者への情報伝達・ ・ ・ ・ ・ 手話通訳者 

○失聴・ 難聴者・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 要約筆記者 

○重度の視覚障がい者・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ガイ ド ヘルパー 

○重度の脳性麻痺等全身障がい者・ ・ ・ ガイ ド ヘルパー 

○外国人・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 外国語を理解でき る 支援者 
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 衛生班  

 ①ご み処理 

  ア． 施設利用計画で定めたごみ集積所の場所， 分別収集の徹底と 清潔保持について， 情報 

   班を 通じ 避難者に周知し ま す。 ごみ集積所の衛生状態を 適宜確認し ， 清掃を 行いま す。  

  イ ． ごみ集積場は， 以下のよ う な場所を 選定し ま す。  

   ・ 清掃車が出入り し やすい場所 

   ・ 調理室など ， 衛生に対し て注意を 払う 部屋から 離れた場所 

   ・ 居住空間から ある 程度離れ， 臭気等が避けら れる 場所 

   ・ 直射日光が当たり にく く ， でき れば屋根のある 場所 

  ウ ． 避難所でのご みの焼却は禁止し ま す。  
 

 ②風呂・ 洗濯 

  ア． 避難所開設当初は， 入浴可能な親類・ 知人宅等での入浴を 推奨し ま す。  

  イ ． 公衆浴場の営業情報を 確認し て情報班を 通じ 避難者に周知し ， 入浴環境を 確保し ま す。  

  ウ ． 自衛隊の野営風呂施設によ る 入浴支援が行われる 場合は， 避難者に周知し ま す。  

  エ． 避難所内に仮設風呂ま たはシャ ワ ーが設置さ れた場合は， 男女別に， 利用曜日， 利用 

   時間， 利用人数を 決めて使用し ま す。  

  オ． 風呂を 清潔に保つため， 当番を 決め， 毎日清掃を 行いま す。  

  カ． 生活用水の確保ができ たら ， 洗濯・ 物干場を 確保し ま す。  

  キ． 女性専用の物干場と し て， 人目につかない個室を 確保し ま す。  
 

 ③ト イ レ  

  ア． 施設内のト イ レ 排水管が使用可能な場合は， 汚水を流すための用水を 確保する ま で使 

   用禁止と し ， 貼り 紙を する など し て避難者に知ら せま す。  

  イ ． 汚水を 流すための用水について， 避難者の協力を 得てプール等の水を 確保し ま す。  

  ウ ． ト イ レ 横に用水を バケツ に汲んでおき ， 使っ た人は次の人のために汲んでおく と いう  

   ルールを 徹底し ， ト イ レ 内にルールを 掲示し ま す。  

  エ． 仮設ト イ レ が設置さ れた場合は， 早めに汲み取り 等の要請を市担当職員を 通じ て災害 

   対策本部に行いま す。  

  オ． ト イ レ の清掃は当番を 決め， １ 日に複数回行いま す。  

  カ． 避難者にト イ レ の清潔な使用方法について十分に呼びかける と と も に， ト イ レ 使用後 

   の手洗い・ 消毒ができ る よ う 配慮し ま す。  

  キ． 清掃用具， 汚物容器， ト イ レ ッ ト ペーパーの確保について， 食料物資班に要望し ま す。  
 

 ④清掃 

  ア． 避難ス ペース のう ち， 各個人や世帯が専有し ている 居住部分の清掃は， 専有し ている  

   個人や世帯に行っ ても ら う よ う 周知し ， 掃除用具を 貸し 出し ま す。 要配慮者の避難ス ペ 

   ース は， 他の避難者に協力を 依頼し て清掃し ま す。  

  イ ． 廊下や階段と いっ た共用部分の清掃は当番を 決め， 定期的に行いま す。  
 

 ⑤衛生管理 

  「 第３ 章 感染症対策」 に定めた対策を 救護班等と 協力のう え実施する ほか， 下記の項目に

ついて実施し ま す。  

  ア． 居住空間は土足厳禁と し ， 脱いだ靴は各自が保管する よ う 呼びかけま す。  

  イ ． 入室時には靴底の汚れや服の埃を 払う ， 日中は布団を 敷き っぱなし にせず， 晴れた日 

   には日光干し や通風乾燥を 行う よ う 避難者に呼びかける など ， 清潔保持に努めま す。  
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  ウ ． 冬期は風邪やイ ンフ ルエン ザが流行し やすいため， 水飲み場にう がい薬を 配備し ， う  

     がいを 行う よ う 呼びかける ほか， ま ん延を 防ぐ ため， マス ク の着用を 呼びかけま す。  

  エ． 蚊や蝿の発生場所に対する 薬剤の散布， およ び発生原因の除去を 実施し ま す。  

  オ． 就寝ス ペース の温度・ 湿度管理に留意し ， 適宜， 換気を 行いま す。  

  カ． 体調の変化( 発熱， 咳等) があっ た時は， すみやかに衛生班に伝える よ う に掲示し ま す。  

  キ． 【 様式17】 衛生管理チェ ッ ク リ ス ト を 活用し て避難所の衛生管理に努めま す。  

 

 ⑥ペッ ト 対策 

  ア． 飼育場所や飼育ルールを 掲示し ， 避難者へ周知徹底を 図り ま す。  

    【 参考４ 】 ペッ ト の飼育ルール広報文（ 案）  

  イ ． ペッ ト に係る 責任は原則飼育者にある こ と を 伝え， 【 様式18】 避難所ペッ ト 登録台帳 

   への登録を 依頼し ， 首輪と 名札を 付ける よ う 促し ま す。  

  ウ ． ペッ ト は屋外にペッ ト の飼育ス ペース を 設けて係留する か， あら かじ め施設管理者が 

   許可し ， 専用居室が確保でき る 場合は， 飼い主の避難者グループを 編成し ， ケージやキ 

   ャ リ ーバッ グに入れたペッ ト を 専用居室に持ち込むこ と を 認めま す。 専用居室は， 他の 

   避難者に鳴き 声が聞こ えにく い場所にし ま す。  

  エ． 屋外の車中やテント でペッ ト と 生活する 場合は， 他の避難者の迷惑と なら ないよ う ，  

   飼育マナーを守っ ても ら いま す。  

  オ． 補助犬（ 盲導犬， 介助犬， 聴導犬） は， 身体障がい者補助犬法によ り 公共的施設での 

   同伴を 認めら れていま すが， 避難所内に同伴する こ と によ り ， 他の避難者がアレ ルギー 

   症状等を 引き 起こ す可能性がある 場合は， 別室を 用意し ま す。  

  カ． ペッ ト の救援活動情報を 収集し ， 情報班を 通じ 飼育者へ周知し ま す。  

  

 ボラ ンティ ア班  

 ①ボラ ンティ アの受け入れ 

  ア． 避難所運営委員会でボラ ン ティ アを 必要と する 支援内容， 必要人員を 整理し ， 函館市 

   災害ボラ ン ティ アセン タ ーにボラ ンティ アの派遣を 要請し ま す。  

   【 函館市ボラ ン ティ アセンタ ー（ 函館市総合福祉センタ ー内）  電話２ ３ －２ ２ ２ ６ 】  

  イ ． 避難所にボラ ンティ ア支援の受付窓口を 設置し ， 派遣さ れたボラ ンティ アを 受け付け，  

    【 様式19】 災害ボラ ンティ ア活動記録簿を 作成し ま す。  

  ウ ． 避難所に直接訪ねてき たボラ ンティ アについては， 函館市災害ボラ ンティ アセンタ ー 

   でボラ ンティ ア登録を 行う よ う 依頼し ま す。  

  エ． 派遣さ れたボラ ンティ アには， 以下の内容を 説明し たう えで支援し ても ら いま す。  

   ・ 無報酬である こ と 。  

   ・ 宿泊， 食事， 移動の世話はでき ないこ と 。  

   ・ 緊急連絡先と なる 家族等に活動場所や活動期間を 伝える こ と 。  

   ・ 事故等の補償は自己のボラ ンティ ア活動保険で対応する こ と 。  

   ・ 営利行為， 政治的活動およ び宗教活動は行わないこ と 。  

   ・ 未成年者は保護者や引率者が同伴する こ と 。  

   ・ ボラ ンティ ア同士の集合写真であっ ても ， 避難所内での写真撮影は行わないこ と 。  

   ・ ゴミ 袋を 携行し ， ボラ ンティ アのゴ ミ は持ち帰る こ と 。  

   ・ ボラ ンティ アである こ と が一目で分かる よ う に， 腕章・ 名札等を 必ず着用する こ と 。  

   ・ 避難者や一緒に活動する ボラ ンティ アと のコ ミ ュ ニケーショ ンを 心がける こ と 。  

   ・ その他ボラ ン ティ ア班から の説明・ 注意事項を 遵守する こ と 。  
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第５ 章 展開期（ 24時間から ３ 週間）   

 

②ボラ ンティ アの管理 

  ア． 各運営班にボラ ンティ アを 振り 分けま す。 ボラ ン ティ アに対する 具体的な作業内容の 

   指示は， 配置先の各運営班から 行う よ う にし ま す。  

  イ ． ボラ ンティ アの安全には十分配慮し ， 危険な作業は行わせないよ う にし ま す。  

 

【 ボラ ンティ アの受け入れ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイ ン ト   

 ▼身元がはっ き り し たボラ ンティ アのみ受け入れる 。  

   「 自称ボラ ンティ ア」 や「 自称医師」 など ， ボラ ン ティ アのふり を し た犯罪者（ 窃 

  盗犯等） がいたケース があり ま す。 こ のため， 災害ボラ ン ティ アセン タ ーで登録し た 

  身元のはっ き り し たボラ ンティ アのみを 受け入れる よ う にし ま す。  

 

■ボラ ンティ アに支援の依頼が考えら れる 内容 

  ボラ ンティ アにど のよ う な活動を し ても ら う かは， 避難所運営委員会で決定し ま すが， 次 

 のよ う なこ と が考えら れま す。  

避難者管理班 入退所や外泊の受付窓口， 在宅避難者や車中泊（ テント 泊） 避難者の把握 

情  報  班 被害情報・ 復旧情報の収集， 避難所掲示板の管理 

施 設 管 理 班 施設や設備の点検， 防犯のための夜間巡回 

食 料 物 資 班 食料・ 物資の搬入・ 整理・ 配布等の支援， 炊き 出し の協力 

救   護   班 医療救護の補助， 高齢者介護， 看護活動等の補助 

要 配 慮 者 班 外国語通訳， 手話通訳， 高齢者や障がい者の支援 

衛   生   班 ト イ レ ， ごみ集積場， 共有ス ペース 等の清掃 

ボラ ン ティ ア班 ボラ ン ティ アの受け入れ・ 振り 分け 

そ   の   他 

 

幼児・ 児童へのレ ク リ エーショ ン， 避難者の話し 相手，  

被災住宅の片付け， その他危険を 伴わない作業 

 

連携　ボランティア派遣　ボランティア派遣要請
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第６ 章 安定期（ ３ 週間以降）   

 

第６ 章 避難所の運営（ 安定期）  

 

 ★安定期と は・ ・ ・  

   概ね災害発生から ３ 週間以降の期間で， 避難生活の長期化に伴い避難者の要望が多様 

  化し てく る ため， 柔軟な避難所運営が求めら れる 時期です。  

   一方で， 復興によ り 避難者数が減少し てく る ため， 撤収を 視野に入れながら 避難所の 

  自主運営体制を再構築する 時期でも あり ま す。  

 

 

１  安定期における 市担当職員の役割  

( 1)  避難所運営委員会への協力 

  避難者主体の避難所運営が行われる よ う ， 引き 続き 避難所運営委員会に協力し ま す。  

 

( 2)  継続業務の実施 

  市担当職員は， 引き 続き 以下の継続業務を 実施し ま す。  

 ①避難所間での避難者の割り 振り に対する 対応を 行いま す。  

 ②避難者班と 連携し て入退所等を 把握し ， 【 様式３ 】 避難者カード や【 様式５ －１ 】 避難者 

  名簿を 管理し ま す。  

 ③災害対策本部への定時報告を 行いま す。  

 ④災害対策本部から 情報を 収集し ， 情報班を 通じ て避難者に提供し ま す。  

 ⑤「 施設内のカメ ラ 取材禁止」 の周知と 避難者への配慮を徹底し た取材を 要請し ま す。  

 ⑥避難所内での迷惑行為の防止や避難所の共同生活の秩序を 守り ま す。  

                                                                                       

   

( 3)  長期化に伴う 避難所運営ルールの見直し の検討 

  市担当職員は必要に応じ ， 施設管理者， 総務班と 協力し て， 長期化に伴う 避難所運営ルー 

 ルの見直し を 検討し ま す。  

 

( 4)  空いたス ペース の再活用およ び施設本来業務再開の準備 

  市担当職員は， 施設本来業務の再開に向けた準備について施設管理者と 協議し ， 避難者の 

 退所によ り 空いたス ペース の返還や使用中のス ペース の統廃合を 検討し ま す。  

 

 

 

ポイ ン ト  

 ▼迷惑行為に注意が必要。  

   長期間の避難所生活によ る ス ト レ ス など で精神面で不安定になり ， 酒に酔っ て暴れ 

  る など ， 飲酒によ る ト ラ ブルが発生する 時期である ため， 心のケア等の十分な配慮が 

  必要です。 ま た， 暴力問題は警察に対応を 求める など ， 毅然と し た対処が必要です。  
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第６ 章 安定期（ ３ 週間以降）   

 

２  安定期における 避難所運営委員会の役割  

( 1)  継続業務の実施 

 ①避難所運営委員会を 開催し ， 避難所の運営全般について協議を 行い， 方針を 決定し ま す。  

 ②各種窓口から の要望を 取り ま と め， 対応が必要なも のについて， 市担当職員を 通じ て災害 

  対策本部に要請し ま す。  

 ③避難所間での避難者の割り 振り を 検討し ま す。  

 ④避難者のプラ イ バシー保護や避難者の減少等を 勘案し て， 必要に応じ て避難者の居住場所 

  を 変更し ， 情報班を 通じ て避難者に周知し ま す。  

 

( 2)  避難所運営体制の見直し  

  避難者の減少に合わせ， 運営に従事する 人員を 見直し ま す。  

 

３  安定期における 各運営班の役割  

 

 総務班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ３ ４ ）  

①避難所運営委員会の事務局業務を 行いま す。  

②風紀・ 防犯対策を徹底し ま す。  

③意見箱や相談窓口によ り 避難者のニーズを 把握し ， 避難者の要望に対する 各運営班と の 

 協議およ び調整を行いま す。  

④郵便物・ 宅配便の取り 次ぎを し ま す。 避難者が減少し た場合は， 避難者へ直接手渡し し  

 ても ら いま す。  

新たに行う 業務 

⑤避難所運営ルール見直し の検討 

 市担当職員， 施設管理者と 協力し ， 長期化に伴う 避難所運営ルールの見直し を 検討し ま  

 す。  

 

 避難者班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ３ ４ ）  

①入退所等の管理 

②安否確認等の問合わせへの対応 

新たに行う 業務 

③空き ス ペース の把握 

 施設班と 協力し て退所によ り 空いたス ペース を 把握し ， 共有ス ペース と し ての活用につい 

 て検討し ま す。  
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第６ 章 安定期（ ３ 週間以降）   

 

 情報班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ３ ５ ～３ ６ ）  

①情報収集 

②避難所内での情報伝達 

③広報窓口の設置 

新たに行う 業務 

④復興支援のための情報収集と 広報 

 ア． 避難所内外の復興情報のほか， 行政から の支援情報の収集と 広報活動を 行いま す。  

 イ ． 避難所内外のイ ベント やレ ク リ エーショ ン等の情報収集と 広報活動を 行いま す。  

 ウ ． 一時的な生活支援情報から ， 恒久的な生活再建につながる 情報へと ， 重要度が増 

  す時期のため， こ れま での情報収集や広報活動に加え， 以下の情報収集や広報を 充 

  実さ せま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●行政から の復興支援情報の例 

  ・ 住宅障害物の除去の支援   ・ り 災証明の発行 

  ・ 被災住宅の応急修理     ・ 災害見舞金・ 弔慰金の配分 

  ・ 義援金品の配布       ・ 災害援護資金の融資 

  ・ 税の減免， 徴収猶予     ・ ボラ ンティ アに関する 情報 

  ・ 仮設住宅関連情報 等 

 

●生活再建に役立つ情報の例 

  ・ 求人情報          ・ 賃貸， 住宅， 不動産情報 等 
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第６ 章 安定期（ ３ 週間以降）   

 

 施設班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ３ ７ ～３ ８ ）  

①避難所の安全確認およ び危険箇所への対応 

②防火・ 防犯対策 

③必要と なる 設備・ 備品の確保 

④生活用水の確保 

⑤非常用電源の確保 

⑥消灯 

新たに行う 業務 

⑦要望に対応し た施設管理 

 ア． 要配慮者班と 協力し ， 段差解消のためのス ロ ープの設置など ， 高齢者や障がい者 

  等の避難者から の要望にでき る 限り 対応し ま す。  

 イ ． 暑さ や寒さ に備え， 健康管理上必要な設備の設置を 検討し ま す。  

 ウ ． 憩いの場や歓談の場など ， 避難者の交流支援に役立つ共有ス ペース を 確保し ま す。  

 エ． 避難者の手荷物の増加に対応し たゆと り ある ス ペース 利用を 検討し ま す。  

⑧空いたス ペース の再活用およ び施設再開の準備 

 ア． 避難者班と 協力し ， 避難者の退所によ る 空いたス ペース を 把握し ま す。  

 イ ． 市担当職員や施設管理者と 協力し ， 避難者の退所によ る 空いたス ペース の転用を  

  検討する と と も に， 避難者利用ス ペース の統廃合を 検討し ， 施設再開の準備を 行い 

  ま す。  

 

 

 食料物資班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ３ ８ ～４ ２ ）  

①食料・ 物資の調達 

②食料・ 物資の受け入れ 

③食料・ 物資の配布 

④炊き 出し への対応 

⑤食料・ 物資の管理 
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第６ 章 安定期（ ３ 週間以降）   

 

 救護班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ４ ３ ）  

①負傷者の対応 

②感染症対策 

③救護所・ 医療機関の開設状況の把握 

④医薬品の確保 

⑤Ａ Ｅ Ｄ （ 自動体外式除細動器） の設置場所の確認等 

⑥健康状態の把握 

⑦エコ ノ ミ ー症候群の予防 

新たに行う 業務 

⑧生活不活発病への対応 

 ア． 避難生活の長期化等によ る 生活不活発病の発生を 防止する ため， 高齢者等の介護 

  者や保健・ 福祉・ 医療の有資格者が中心と なり ， 生活不活発病の早期発見と 予防に 

  努めま す。  

 イ ． パンフ レ ッ ト 配布等によ り ， 生活不活発病に係る 知識の普及に努めま す。  

⑨長期化に伴う 対応 

 ア． 子ど も たちへの対応について， 遊戯場や勉強部屋の確保， ま た， 子ど も の世話が 

  でき る 人材の確保など ， 必要な支援を 検討し ま す。  

 イ ． 身寄り のない高齢者等は， 自立が困難な場合が多いこ と から ， 地域ぐ る みの支援 

  体制を 構築する よ う 呼びかけま す。  

 ウ ． 外国人の避難者がいる 場合， 生活支援に適切な手段や方法を 検討し ま す。  

⑩心のケア対策 

  避難者の精神的なケアや子ど も の心のケアについて， 専門家によ る 定期的な相談の 

 場を 設ける など の対策を 検討し ま す。  

 
 

ポイ ン ト  
 ▼生活不活発病の予防 
   避難所での生活は， 動き ま わる こ と が不自由になり がちなこ と に加え， それま で自 
  分で行っ ていた掃除や炊事， 買い物を し なく なる など ， 動く 機会が減少し ま す。 こ の 
  「 動かない」 状態が続く こ と で， 心身の機能が低下し ， 生活不活発病の発症につなが 
  り ま す。 こ のため， 毎日の生活の中で活発に動く よ う にする （ 横になっ ている よ り ，  
  なる べく 座る よ う にする ） 等の予防が大切です。 特に， 高齢の方や持病のある 方に注 
  意が必要です。  
 
 ▼子ど も のス ト レ ス に配慮する 。  
   東日本大震災では， 遊ぶ空間がないこ と から く る 子ど も のス ト レ ス が問題と なり ま  
  し た。 こ のため， 遊戯場等のス ペース を 設ける と と も に， 子ど も と 遊ぶボラ ンティ ア 
  を 受け入れる 等の対応が必要です。  
 
 ▼避難者同士が気軽に話せる 場を 設ける 。  
   避難者は疲労のためイ ラ イ ラ し ， ス ト レ ス が溜ま る こ と で， 人間関係にト ラ ブルが 
  発生し やすく なる ため， 心のケアの実施や避難者同士が気軽に話せる 場を 設ける など  
  の対応が必要です。  
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第６ 章 安定期（ ３ 週間以降）   

 

 要配慮者班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ４ ４ ～４ ５ ）  

①要配慮者相談窓口の設置等 

②要配慮者への支援 

 

 衛生班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ４ ６ ～４ ７ ）  

①ごみ処理 

②風呂・ 洗濯 

③ト イ レ  

④清掃 

⑤衛生管理 

⑥ペッ ト 対策 

新たに行う 業務 

⑦長期化に伴う 衛生管理の徹底 

 ア． 集団生活の長期化によ る 感染症のま ん延等に対応する ため， 衛生管理を 行いま す。  

 イ ． 避難生活が長引く 場合， 寝具の乾燥など ， 避難者の生活環境の衛生対策を 実施し  

  ま す。  

⑧洗濯等のルールおよ び設備の管理 

  避難生活の長期化の程度に応じ て， 洗濯機等の設置と 物干場等の管理に関する ルー 

 ルを 周知徹底し ま す。  

 

 ボラ ンティ ア班  

展開期から の継続業務（ Ｐ ４ ７ ～４ ８ ）  

①ボラ ンティ アの受け入れ 

②ボラ ンティ アの管理 

新たに行う 業務 

③長期化に伴う ボラ ン ティ ア対応 
 ア． 避難者の要望対応に必要な人材や技能について避難所運営委員会に報告し ， 災害 
  対策本部と 調整し てボラ ンティ アの確保に努めま す。  
 イ ． 避難者から ボラ ンティ アに関する 要望や満足度のヒ アリ ング を実施し ， き め細や 
  かなボラ ンティ ア支援の仲介を 行いま す。  
 ウ ． 避難者の減少によ り ， 物資の仕分等の大人数を 必要と する 支援が不要になっ た場 
  合は， ボラ ン ティ アの撤収・ 引き 上げを 避難所運営委員会で協議し ま す。  

 



 55

第７ 章 撤収期（ ラ イ フ ラ イ ン 復旧以降）   

 

第７ 章 避難所の運営（ 撤収期）  

 

 ★撤収期と は・ ・ ・  

   電気， ガス ， 水道等のラ イ フ ラ イ ン復旧以降の時期です。 こ の時期は， ラ イ フ ラ イ ン 

  の復旧によ り ， 地域本来の生活を 再開する こ と ができ る 期間です。  

   一方で， 住居を なく し た人には， 公営住宅や応急仮設住宅など の長期受け入れ施設に 

  移動し ても ら う など ， 帰宅でき ない避難者を 最後ま で支援する 体制を 維持し ながら ， 避 

  難所を 段階的に統合・ 閉鎖し て， 施設の本来業務を 再開さ せる 準備を 行いま す。  

 

 

１  撤収期における 市担当職員の役割  

( 1)  継続業務の実施 

  市担当職員は， 引き 続き 以下の継続業務を 実施し ま す。  

 ①避難者管理班と 連携し て入退所等を 把握し ， 【 様式３ 】 避難者カード や【 様式９ －１ 】 避 

  難者名簿を 管理し ま す。  

 ②災害対策本部への定時報告を 行いま す。  

 ③災害対策本部から 情報を 収集する と と も に， 情報班を 通じ て避難者に提供し ま す。  

 ④各運営班の業務のサポート を 行いま す。  

 ⑤避難所内での迷惑行為の防止や， 避難所における 共同生活の秩序を 守り ま す。  

 

( 2)  避難者への支援 

  市担当職員は， 避難者に対し ， 長期避難生活への移行支援や避難者の生活再建に向けた支 

 援を 行いま す。  

 

( 3)  避難所閉鎖後の本来業務の体制整備 

  避難所の撤収に向け， 設備の返却等の準備を 行う と と も に， 施設管理者と 連携し ， 閉鎖後 

 の施設の本来業務の体制を 整えま す。  

 

２  撤収期における 避難所運営委員会の役割  

( 1)  撤収・ 集約に向けた避難者の合意形成 

 ①ラ イ フ ラ イ ン の復旧状況等から ， 避難所の撤収時期について市担当職員を 通じ て災害対策 

  本部と 協議し ま す。  

 ②市担当職員を 通じ 災害対策本部の指示を 受け， 避難所の集約， 閉鎖等の準備に着手し ま す。  

 ③各運営班に対し ， 避難所閉鎖のため必要な作業の点検を指示し ま す。  

 ④避難所の閉鎖時期や撤収準備等について， 避難者に説明し 合意形成を 図り ま す。  

 

( 2)  避難所の後片付けの人員確保 

  施設内外の片付け， 整理・ 整頓， 清掃と ごみ処理を 行う ための， 施設管理班， 衛生班の人 

 員を 確保し ま す。  

 

( 3)  避難所運営委員会の解散 

  避難所運営委員会は， 避難所運営に用いた各種の記録， 資料について市担当職員を 通じ て 

 災害対策本部に提出し ， 避難所閉鎖の日に解散し ま す。  
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３  撤収期における 各運営班の役割  

  避難ス ペース の縮小や整理整頓を 行う と と も に， 最後の避難者が退所する ま で， 次の業務 

 を 行いま す。  

 

 総務班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ ０ ）  

①避難所運営委員会の事務局業務を 行いま す。  

②風紀・ 防犯対策を徹底し ま す。  

③意見箱や相談窓口によ り 避難者のニーズを 把握し ， 避難者の要望に対する 各運営班と の 

 協議およ び調整を行いま す。  

④郵便物・ 宅配便の取り 次ぎを し ま す。 避難者が減少し た場合は， 避難者へ直接手渡し し  

 ても ら いま す。  

⑤市担当職員， 施設管理者と 協力し ， 長期化に伴う 避難所運営ルールの見直し を 検討し ま  

 す。  

新たに行う 業務 

⑥避難所閉鎖に必要な作業のと り ま と め 

  避難所の撤収や集約が決ま っ た段階で， 各運営班と 協議し ， 避難所閉鎖に必要な作業 

 のと り ま と めを 行いま す。  

⑦使用し た備品や設備の整理・ 清掃・ 消毒 

  使用し た備品や設備の整理や清掃， 消毒など を 行い， 処分の際は， 施設管理者， 衛生班

と 協議し て行いま す。  

 

 避難者班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ ０ ）  

①入退所等の管理 

②安否確認等の問合わせへの対応 

③空き ス ペース の把握 

新たに行う 業務 

④使用し た備品や設備の整理・ 清掃・ 消毒 

  使用し た備品や設備の整理や清掃， 消毒など を 行い， 処分の際は， 市担当職員， 施設管

理者， 衛生班と 協議し て行いま す。  
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 情報班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ １ ）  

①情報収集 

②避難所内での情報伝達 

③広報窓口の設置 

④復興支援のための情報収集と 広報 

新たに行う 業務 

⑤使用し た備品や設備の整理・ 清掃・ 消毒 

  使用し た備品や設備の整理や清掃， 消毒など を 行い， 処分の際は， 市担当職員， 施設管

理者， 衛生班と 協議し て行いま す。  

 

 施設班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ ２ ）  

①避難所の安全確認およ び危険箇所への対応 

②防火・ 防犯対策 

③必要と なる 設備・ 備品の確保 

④消灯 

⑤要望に対応し た施設管理 

⑥空いたス ペース の再活用およ び施設再開の準備 

新たに行う 業務 

⑨避難所利用ス ペース の縮小 

  施設再開準備に向け， 市担当職員， 施設管理者と 連携し ， 段階的に避難所利用ス ペー 

 ス を 縮小し ていき ま す。  

⑩施設内外の片付け 

  市担当職員， 施設管理者， 衛生班と 連携し ， 施設内外の片付け， 整理・ 整頓， 清掃と  

 ごみ処理のほか， 感染症等対策区域を 設置し た場合は， 必要に応じ て消毒等を 行いま す。  

⑪使用し た備品や設備の整理・ 清掃・ 消毒 

  使用し た備品や設備の整理や清掃， 消毒など を 行い， 処分の際は， 市担当職員， 施設管

理者， 衛生班と 協議し て行いま す。  
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 食料物資班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ ２ ）  

①食料・ 物資の調達 
②食料・ 物資の受け入れ 
③食料・ 物資の配布 
④炊き 出し への対応 
⑤食料・ 物資の管理 

新たに行う 業務 

⑥使用し た備品や設備の整理・ 清掃・ 消毒等 
  使用し た備品や設備の整理や清掃， 消毒など を 行い， 未使用の食料・ 物資は避難所運営

委員会に報告し て， 他の避難所での活用や処分を 行いま す。 処分の際は， 市担当職員， 施
設管理者， 衛生班と 協議し て行いま す。  

 

 救護班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ ３ ）  

①負傷者の対応 
②感染症対策 
③救護所・ 医療機関の開設状況の把握 
④医薬品の確保 
⑤Ａ Ｅ Ｄ （ 自動体外式除細動器） の設置場所の確認等 
⑥健康状態の把握 
⑦エコ ノ ミ ー症候群の予防 
⑧生活不活発病への対応 
⑨長期化に伴う 対応 

新たに行う 業務 

⑩使用し た備品や設備の整理・ 清掃・ 消毒 
  使用し た備品や設備の整理や清掃， 消毒など を 行い， 処分の際は， 市担当職員， 施設管

理者， 衛生班と 協議し て行いま す。  

 

 要配慮者班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ ４ ）  

①要配慮者相談窓口の設置等 
②要配慮者への支援 

新たに行う 業務 

③使用し た備品や設備の整理・ 清掃・ 消毒 
  使用し た備品や設備の整理や清掃， 消毒など を 行い， 処分の際は， 市担当職員， 施設管

理者， 衛生班と 協議し て行いま す。  
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 衛生班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ ４ ）  

①ごみ処理 

②風呂・ 洗濯 

③ト イ レ  

④清掃 

⑤衛生管理 

⑥ペッ ト 対策 

⑦長期化に伴う 衛生管理の徹底 

⑧洗濯等のルールおよ び設備の管理 

新たに行う 業務 

⑨使用し た備品や設備の整理 

  各運営班が使用し た備品や設備の処分について， 市担当職員， 施設管理者と 協議し  

 て行いま す。  

 

 ボラ ンティ ア班  

安定期から の継続業務（ Ｐ ５ ４ ）  

①ボラ ンティ アの受け入れ 

②ボラ ンティ アの管理 

③長期化に伴う ボラ ン ティ ア対応 

新たに行う 業務 

④避難所の縮小に伴う ボラ ン ティ アの確保 

  施設内外の片付け， 整理・ 整頓， 清掃やごみ処理の労力が必要な場合には， 避難所運 

 営委員会で協議し ， 必要に応じ て市担当職員を 通じ てボラ ン ティ アの確保に努めま す。  

⑤ボラ ンティ ア撤収の協議 

  ボラ ンティ ア支援の必要性が低下し た場合は， 避難所運営委員会で， ボラ ンティ ア撤 

 収の協議を 行いま す。  

⑥使用し た備品や設備の整理・ 清掃・ 消毒 

  使用し た備品や設備の整理や清掃， 消毒など を 行い， 処分の際は， 市担当職員， 施設管

理者， 衛生班と 協議し て行いま す。  

 


